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【基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果】 

 

［テーマ 基準Ⅰ－Ａ 建学の精神］ 

 

［区分 基準Ⅰ－Ａ－１ 建学の精神を確立している。］ 

 

＜基準Ⅰ－Ａ－１の現状＞ 

本学の建学の精神は、５５０余年の歴史と伝統を有する華道家元池坊の根本理念、「和

と美」である。これは、華道発祥の地である六角堂の開祖・聖徳太子の十七条憲法第一

条「和を以て貴しと為す」に基づく。この「和」を、個人の内面的な「調和」、「温和」

を重んじ、生活環境や自然との「調和」、そして人々の「平和」をめざす日本古来の精

神性と理解した上で、「和」の具現・具象を日本文化の追求してきた「美」であると捉

え、和のこころを美しく表すことは人として生きる姿勢の根本であるとするのが、教育

理念である。本学では、「池坊短期大学学則」第１条において「本学は、学校教育法に

したがい文化芸術、環境文化および幼児保育に関する専門的な教育を施し、建学の精神

である『和と美』を身につけた教養ある社会人を育成することを目的とする」と示し、

学則第２条において、その建学の精神に基づく教育理念を明確に示している。 

建学の精神は、学内に向けては学生全員に配付する冊子「学生生活のしおり」に明記

し、一年生の必修科目でいわば本学学生入門講義である「気づきと思考力」において、

毎年その意味と意義を講じることとしている。学外に向けては学校案内で学長の言葉と

併記している他、本学ウェブサイトの「大学概要」で建学の精神「和と美」、および花

を通して「美しく生きる」ことについて、学内外に表明している。 

また、本学の建学の精神は、教育基本法及び私立学校法に基づく公共性を有するもの

である。 

 教職員に対しては、研修等を通じて、建学の精神と教育理念の理解を深める機会を有

し、教育の基盤として活かすよう恒常的に促している。学内の、広く人目に触れること

が容易な玄関近くに、「和」と「美」、および「和と美」の含む多義的な意味を平明に書

いた「調和」、「和合」、「美し人」、「美妙」等のパネルを掲げ、教職員や学生はもちろん、

本学を訪れた人がその精神をおのずと感得できるようにしている。 

 本学の建学の精神である「和と美」のこころは、現代社会において希薄化しやすい伝

統的な日本のこころを継承し活かすために、さらにはそのこころが日本社会のみならず

グローバル社会に貢献しうる普遍性を有することを訴求していくために、きわめて重要

なものである。本学を志望する志願者、ならびに保護者・関係者にこの理念が十分理解

されるよう、「和と美」のこころの重要性をより具体的に説明する工夫をしなければな

らないと考えている。そのため、建学の精神については、その理念を保持した理解しや

すい表現の見直しを心がけており、各会議体、とりわけ教学における教育課程の改定や

学習指導計画において表現の改善・向上に努め、それを学内において告知し、確認して

いる。 
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［区分 基準Ⅰ－Ａ－２ 高等教育機関として地域・社会に貢献している。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ－Ａ－２ の現状＞ 

 正課授業の開放は、夏期集中講義を大学コンソーシアム京都の京カレッジを介して、

社会人学生の受講を可能にする等の形で行っている。また社会福祉協議会を通して成人

の保育士資格取得希望者を幼児保育学科の学生として受け入れることを開始し、継続し

て行なっている。生涯学習については、シニア層の受け入れ拡大を検討しているが、コ

ロナ禍の環境もあり、まだ実現には至っていない。 

 地域諸機関との連携では、京都西山高等学校、花園高等学校と提携を、近江兄弟社高

校、京都翔英高校と協定を結んで、地域での協力関係を展開しており、今後さらに提携・

協定校を増やす計画をしている。 

 地域・社会への貢献としては、令和２（２０２０）年度、令和３（２０２１）年度と

続いてコロナ禍でできなかったが、通常であれば京都三大祭の一つである「祇園祭」に

際し、『花きらきら』という協賛行事を毎年行ってきている。学生・いけばな指導教員

による華展を開催、また立礼での茶席を設営して、キャンパスを一般に開放しもてなす

等、全学を挙げて祭に参加するとともに、学生が地域各町内の山鉾でボランティア・ス

タッフとして活動する形態である。コロナ禍での不開催に問い合わせが少なからず寄せ

られる等、地域社会への根づきが明らかな行事であり、コロナ禍収束後には、当然継続

して地域への貢献・交流をはかる。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ａ 建学の精神の課題＞ 

 「和と美」の精神を、教育理念から各ポリシー、コースの教育目標等へ落とし込む作

業はできているが、具体的な局面、例えばオープンキャンパスにおける各学科での説明

や、「生きる姿勢」としての学びの訴求といった点においては、特に訴求者になる役割

の教員間で意識・認識のばらつきがあり、この点を改善して共有していくことが、課題

である。特に、日本固有の伝統文化としての特徴、および具体的実践の側面の理解に偏

る向きがあり、日本固有の伝統文化の精神が、日本の枠を超える普遍性・訴求性を有す

ることへの理解をより深めて共有していく必要がある。令和４（２０２２）年度が本学

創立７０周年となるため、この年を一つの区切りとして建学の精神の明確な共有や、そ

のための文言（ミッション・ステートメント等）を制定する計画である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ａ 建学の精神の特記事項＞ 

特になし。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ－Ｂ 教育の効果］ 

 

［区分 基準Ⅰ－Ｂ－１ 教育目的・目標を確立している。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ－Ｂ－1 の現状＞ 
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建学の精神である「和と美」に基づく大学の教育目的は、学則第１条に定めている。

この第１条を受けて、第２条では教育理念を、さらに第６条では各学科の教育目標を明

確に定めている。本学には文化芸術学科、環境文化学科、幼児保育学科の３学科が設置

されているが、そのいずれの専攻分野においても教養教育科目の「いけばなと現代生活」、

「気づきと思考力」を必修としている。これはそれらの科目が、建学の精神に基づいた

本学の教育の根幹を成しているからであり、その後の各専攻分野での専門教育のための

基盤となる編成としている。本学の教育の目標・目的は、学内には「学生生活のしおり」

や「シラバス（講義概要）」等の印刷物で、学外には学校案内やウェブサイトで公表し

ており、学生の履修登録においても教職員がオリエンテーションの際に詳細に説明し、

指導している。 

学則に規定されている教育目的は、次のとおりである。 

 

【池坊短期大学の教育目的（学則より一部抜粋）】 

（目的） 

第１条  本学は、学校教育法にしたがい文化芸術、環境文化および幼児保育に関する専

門的な教育 を施し、建学の精神である「和と美」を身につけた教養ある社会人を育成す

ることを目的とする。 

 

本学の文化芸術学科、環境文化学科、幼児保育学科ではそれぞれの学科・コースの目

標に即した資格取得を学習成果の一つとして設定している。その中でも特に、環境文化

学科の製菓クリエイトコースでは製菓衛生師、エステティシャンコースでは上級認定エ

ステティシャン、幼児保育学科では保育士、幼稚園教諭の養成機関としての課程認定を

受けており、これらの資格取得が目標になっている。また、教養教育科目の該当科目を

履修することで、華道家元池坊華道免許状、茶道免許状（表千家・裏千家）を取得する

ことができるのは、他学には無い本学の特長である。 

 

【文化芸術学科】 

いけばな・花デザインコースでは、華道や茶道を中心とした日本の伝統文化を継承す

る人材の育成、また花に直接関わるフラワー業界等で主体的に活躍できる人材の育成を

目標としている。教養教育科目により建学の精神である「和と美」の基本となる考え方

を修得し、さらに幅広い専門知識と技術の修得のため専門教育科目を設置している。「花

伝書概説」、「伝書講読特講」、「花と緑の文化論」の講義科目では、日本の伝統的な考え

方やその時代背景を学び、現代に生きる伝統文化の思想や考え方を理解して後世に伝え

ることを目的とする。また「いけばな演習Ａ・Ｂ」、「現代いけばな論」、「生花Ａ・Ｂ」、

「立花基礎」「立花Ⅰ・Ⅱ」の演習・実習科目では、いけばなの根源である華道家元池

坊のいけばなをより深く修得するとともに、他流派の思想をも学び、伝統文化としての

華道全体の理解を目的とする。「花卉学概論」、「フラワー産業概論」、の講義科目は、フ

ラワー産業で必要な専門知識を学び、「フラワーショップ演習」、「フラワーコーディネ

ートＡ・Ｂ」、「フラワーアレンジメントＡ・Ｂ」の演習および実習科目は、より実践に



池坊短期大学 

4 

 

近い形で花の演出方法やアレンジの手法を体得する。また、「デッサン」、「造形基礎演

習」を通して、いけばな・フラワーデザインに必要なデッサン力と造形のバランス感覚

を習得する。資格としては、必要科目の単位取得により「華道家元池坊華道免許脇教授

二級」を取得することができる。各科目の教育内容が、有機的に連携して学習効果を発

揮するよう、華道の専任教員と非常勤教員による「華道教員懇談会」を定期的に開催し、

教育目的・目標の点検を行っている。 

ブライダルプランナーコースでは、ブライダル業界を中心とするサービス産業で主体

的に活躍できる人材の育成を目標としている。まず教養教育科目を通じて、建学の精神

である「和と美」の基本となる考え方を習得する。それを基盤として専門教育科目の「ウ

ェディングプランナー概論Ⅰ･Ⅱ」、「セレモニーマナー」、「ブライダルの現状」等の講

義科目を中心にブライダル業界で従事するための知識を習得し、「ブライダルプランニ

ング基礎」、「衣装コーディネート」、「テーブルコーディネート」、「ブライダルカラーコ

ーディネートＡ・Ｂ」、「サービス実務」等の演習科目により実務で有益な技術の習得を

図っている。資格として、「ＡＳＳ検定」、「フォーマルスペシャリスト」、「パーソナルカ

ラーコンサルタント」の受験資格が取得でき、在学中の受験と合格を目標にしている。

それぞれの科目が単体で活用できるだけでなく、知識・技術のさらなる定着が促進され

るよう、非常勤教員との授業内容の打ち合わせを密に行い、効率的な授業を提供できる

よう連携と点検を定期的に図っている。また、平成 31 年より公益社団法人日本ブライ

ダル文化振興協会が厚生労働省指定試験機関として、国家検定「ブライダルコーディネ

ート技能検定」を実施することとなり、本学を試験会場として協力する等、資格取得に

向けてのサポートを行っている。 

医療クラークコースでは、医療業界で主体的に活躍できる人材の養成を目標としてい

る。教養教育科目で本学の基礎となる日本伝統文化、またキャリア形成支援科目として、

「キャリアプランニング」や「情報処理演習」等を履修する。専門教育科目としては、

「診療報酬請求事務」、「医師事務作業補助業務」、「医学概論」、「薬学概論」、「医事コン

ピュータ」等の講義・演習科目があり、実務や資格取得に有効な知識や技術の修得を目

指している。これらの内容は、「医療クラークコース教員懇談会」を開催して、各科目

を担当する教員が情報を共有し、効果的な学習が展開できるよう教員相互に定期的な点

検をしている。さらに２年次生の後期には、医療機関の実務を体験する機会として「医

療機関実習」を設置している。在学中から現場を体験することにより、就職後の離職の

抑制につながっていると考えている。資格として、「医療事務技能審査試験」、「医師事

務作業補助技能認定試験」、「診療報酬請求事務能力認定試験」、を授業でサポートし、

在学中の受験と合格を目標としている。 

 

【環境文化学科】 

製菓クリエイトコースでは、製菓業界で主体的に活躍できる人材の養成を目標として

いる。専門教育科目としては、「製菓理論（Ａ・Ｂ・Ｃ）」等の講義科目があり、製菓業

界で有効な知識を習得し、製菓衛生師試験で出題傾向の高い内容を中心に学習している。

また、「製菓実習（Ａ・Ｂ・Ｃ）」、「製菓実習上級」、「製パン実習」、「製パン実習上級」

「和菓子実習」等の実習科目があり、製菓業界へ就職後に役立つ技術の習得を目的とし
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ている。資格として国家資格である「製菓衛生師」の受験資格が取得でき、卒業後の受

験を推奨してきたが、平成２９（２０１７）年度入学生から教育課程を見直し、在学中

の２年次生後期での受験を可能とした。授業の内容は専門教育科目を担当する教員が共

有してきたが、平成３０（２０１８）年度から「製菓クリエイトコース教員懇談会」を

開催して、さらに効果的な教育ができるよう定期的に点検している。 

トータルビューティーコースでは、美容業界で幅広く活躍できる人材の養成を目標と

している。専門教育科目の「メイク演習」、「ヘア実習」、「ネイル実習」、「アロマセラピ

ー」、「テクニカルヘアメイク」、「ブライダルビューティー演習」等の演習・実習科目や、

「美容基礎理論」、「香粧品学」、「美容栄養学」、「美粧文化論」等の講義科目を履修する

ことができる。基本となる知識や技術を習得した上で、より専門性の高い内容を選択し

履修することで、美容業界で活躍するための知識と技術の習得を目的にしている。資格

として、「アロマコーディネーターライセンス」の受験資格が取得でき、在学中の受験

と合格を目標にしている。また、「ＪＮＥＣネイリスト技能検定試験３級」、「ＪＮＡジ

ェルネイル技能検定試験初級」、「サービス接遇検定」の取得を授業でサポートしている。

授業の内容は専門教育科目を担当する教員が共有し、効果的な講義を展開できるように

定期的に点検している。 

エステティシャンコースでは、エステティック業界の現場で主体的に活躍できる人材

の養成を目標としている。専門教育科目として「エステティック概論」、「皮膚科学」、

「栄養学」等の講義科目があり、これらの基礎知識を実習へと繋げている。実習科目と

しては、「フェイシャルエステ基礎実習」、「ボディエステ基礎実習」といった基礎技術

に加え、マニキュア、メイク等も学ぶことで技術力やカウンセリング力の向上を図って

いる。２年次生の後期には、学生主体で運営する学内エステサロンを実施し、一般のお

客様に施術を提供することで、エステ業界で即戦力となる技術習得に役立てている。資

格として、「ＡＥＡ認定上級エステティシャン」、「ＡＪＥＳＴＨＥ認定上級エステティ

シャン」の受験資格が取得でき、在学中の受験と合格を目標にしている。資格と連動す

る各科目の教育内容を確認するため、専任教員と兼任講師による「エステティシャンコ

ース教員懇談会」を定期的に開催し、教育目的・目標の点検を行っている。 

 

【幼児保育学科】 

幼児保育学科では、文部科学省に提出した設置の主旨にも記載のとおり、建学の精神

である「和と美」を理解し実践でき、「子どもの命を守る」ことを実践できる幼稚園教

諭と保育士の養成を目標としている。すなわち幼児保育学科では、 

①伝統文化の創造的伝承能力 

②子どもの命を守り、子どもを人間として尊重する能力 

③子どもの様相の理解や活用する能力 

④コミュニケーション能力とソーシャルスキル等の習得 

⑤社会人としてのスキルの習得 

⑥家庭・地域との連携ができる能力がある人材の習得・養成 

を目的としている。専門教育科目では、保育や幼児教育の実践に重要である実技系の科

目を中心に、これらの実技科目の基礎になる講義科目を配置している。こうした人材養
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成の結果として、保育士資格・幼稚園教諭二種免許の取得を目標としている。授業の内

容は専門教育科目を担当する教員が共有し、効果的な講義を展開できるように定期的に

点検している。特に、ピアノ演奏の技術習得が課題となる音楽においては、２名の専任

教員と３名の非常勤教員による「音楽教員懇談会」を定期的に開催し、授業における問

題点や改善点を共有しながら、効果的な指導を点検している。 

教育目的・目標に照らして設定するディプロマポリシー、カリキュラムポリシーおよ

びアドミッションポリシーは、入学時に配付する「学生生活のしおり」に明示しており、

新入生オリエンテーションをはじめ、必要に応じて学生に対し説明している。また、学

外に対しては本学の広報媒体やウェブサイト等で広く発信している。さらに「科目ナン

バリング」と「カリキュラムマップ」を「学生生活のしおり」に掲載し、履修科目の目

的・目標を体系的に確認できるようにしている。各学科に所属する専任教員で構成する

学科会議においては、学生の資格取得状況や就職先等の情報と併せて総合的に教育の目

的・目標を点検し、教育課程の編成に反映できるよう毎年検討を重ねている。こうした

定期的な点検は、学科会議や各種委員会(実習委員会、教職課程委員会)のほかに、教員

幹部で構成される教学ミーティングや教授会においても学科を横断して全学的に行わ

れている。 

文化芸術学科では、建学の精神や教育目標に沿って設定される３つのポリシーと教育

目標を照らし合わせて検討および関連性を確認する事で、学科の教育目的・目標を点検

している。また、環境文化学科では、業界のニーズを常に把握し、それに基づいた情報

を学科会議で共有し、各コースの教育目的・目標を点検している。いずれの学科におい

ても、各コースで目標とする専門職の最前線を知る実務家を非常勤教員に招聘したり、

専任教員と非常勤教員による懇談会や打ち合わせで、定期的に情報交換を行ったり、さ

らに、学生の就職先となる企業等の担当者と情報交換する機会をつくったり等、地域・

社会の要請に応える人材を養成できるよう努めている。 

幼児保育学科においては、学科の教育目的・目標に基づく人材育成が地域・社会の

養成に応えているかについて以下のような定期的な点検を実施している。内容として

は、①保育・教育実習訪問時の園側との面談、②実習生の実習成績票、③養成校であ

る本学と保育園・幼稚園との懇談会で得た情報を点検の材料として役立てている。学

科会議や実習委員会等の各種委員会において、教職員でこうした情報を共有し、改善

や見直しを図る中で、学科の教育目的・目標を点検している。このほかに、本学の専

任講師と非常勤講師との懇談会を実施し、相互に意見を出し合いながら望ましい保育

者像や保育の質の保証について理解を深めていく計画である。 

 

 

［区分 基準Ⅰ－Ｂ－２ 学習成果（Student Learning Outcomes）を定めている。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ－Ｂ－２ の現状＞ 

本学では、学則第１条に定めた建学の精神である「和と美」を、和の心を美にあらわ

し、美を以て和を知ることが真の教養であると考え、その教養を身につけた社会人の育

成を教育の目的としている。この教育目的が達成されることは、本学が定めた教育課程
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を履修して卒業と同時に学位（短期大学士）が授与されることであり、これを一つの学

習成果と捉えている。 

本学の教育課程は、学則第３条に教育指針として示すとおり、いけばなと伝統文化を

中軸とする全人的な教養教育と、生活を成り立たせる「文化」、「環境」を理解・創造す

る知識や技能の基礎から応用までを習得する専門科目を設置しており、それらを裏づけ

する資格を取得できるよう構成している。この教育目的を達成するために、知性ある社

会人育成の基盤となる「教養教育科目」と、各学科・コースの専門性に沿った「専門教

育科目」がある。各学科・コースにはそれぞれ教育目的を達成するために必要な単位数

を定めており、卒業の要件としている。環境文化学科の製菓クリエイトコース、エステ

ティシャンコースおよび幼児保育学科は卒業要件と併せた資格取得要件を定めており、

その専門性をより明確にした教育課程としている。また他の学科・コースにおいても、

専門性の高い教育課程を編成しており、専門分野に関連した資格・免許の取得を奨励し

ている。卒業前の２月上旬に開催する「卒業制作展」においては、１年次生の基礎ゼミ

から続く２年次生の専門ゼミで学習した専門分野の集大成として、作品展示や研究発表

を行い、その学習成果を学内外に発信している。また各学科・コースの専門分野を活か

した就職も、本学での学習成果の一つといえる。 

 

【文化芸術学科 令和３年度入学生の卒業要件】 

コース名 

教養教育科目 専門教育科目 
総合計 
単位数 必修科目 選択科目 計 必修科目 

選択必修
科目 

選択科目 計 

いけばな・ 
花デザイン 

１１単位 
４単位 
以上 

１５単位 
以上 

１５単位 
４単位 
以上 

２０単位 
以上 

３７単位 
以上 

６２単位 
以上 

ブライダル 

プランナー 
１１単位 

４単位 

以上 

１５単位 

以上 
１２単位 

４単位 

以上 

２０単位 

以上 

３６単位 

以上 

６２単位 

以上 

医療 
クラーク 

１１単位 
４単位 
以上 

１５単位 
以上 

３６単位 
４単位 
以上 

単位制限 
なし 

４０単位 
以上 

６２単位 
以上 

 

【環境文化学科 令和３年度入学生の卒業要件】 

コース名 

教養教育科目 専門教育科目 
総合計 
単位数 必修科目 選択科目 計 必修科目 

選択必修
科目 

選択科目 計 

製菓 
クリエイト 

１１単位 
４単位 
以上 

１５単位 
以上 

２６単位 
４単位 
以上 

単位制限
なし 

４０単位 
以上 

６２単位 
以上 

トータル 
ビューティー 

１１単位 
４単位 
以上 

１５単位 
以上 

１０単位 
４単位 
以上 

単位制限
なし 

１４単位 
以上 

６２単位 
以上 

エステ 
ティシャン 

１１単位 
４単位 
以上 

１５単位 
以上 

２６単位 
４単位 
以上 

１３単位
以上 

４３単位 
以上 

６２単位 
以上 

 

【幼児保育学科 令和３年度入学生の卒業要件】 

学科名 
教養教育科目 専門教育科目 総合計 

単位数 必修科目 選択科目 計 必修科目 選択科目 計 

幼児保育 ６単位 
８単位 
以上 

１４単位 
以上 

２４単位 
２４単位 
以上 

４８単位 
以上 

６２単位 
以上 
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【環境文化学科 製菓クリエイトコース 令和３年度入学生の卒業＋資格要件】 

資格名 

教養教育科目 専門教育科目 
総合計 

単位数 必修科目 選択科目 計 必修科目 
選択必修
科目 

選択科目 計 

製菓衛生師 

受験資格 
１１単位 

４単位 

以上 

１５単位 

以上 
２６単位 

４単位 

以上 

２３単位

以上 

５３単位 

以上 

６８単位 

以上 

 

【環境文化学科 エステティシャンコース 令和３年度入学生の卒業＋資格要件】 

資格名 

教養教育科目 専門教育科目 
総合計 
単位数 必修科目 選択科目 計 必修科目 

選択必修

科目 
選択科目 計 

上級認定エステ 

ティシャン 
１１単位 

４単位 

以上 

１５単位 

以上 
２６単位 

４単位 

以上 

４０単位

以上 

７０単位 

以上 

８５単位 

以上 

 

【幼児保育学科 令和３年度入学生の卒業＋資格要件】 

資格名 
教養教育科目 専門教育科目 総合計 

単位数 必修科目 選択科目 計 必修科目 選択科目 計 

保育士 １４単位 ― 
１４単位 
以上 

５９単位 
９単位以上 
※選択必修 

６８単位 
以上 

８２単位 
以上 

幼稚園教諭 １４単位 ― 
１４単位 
以上 

５１単位 ― 
５１単位 
以上 

６５単位 
以上 

保育士＋ 

幼稚園教諭 
１４単位 ― 

１４単位 

以上 
７０単位 

４単位以上 

※選択必修 

７４単位 

以上 

８８単位 

以上 

 

【文化芸術学科】 

文化芸術学科では、その教育目標について、人間が過去から現代まで創り出した形あ

るもの、およびその創作をもたらす精神活動や生活活動そのものを「文化」、その創造

的な営為を積み上げる基盤を文化環境と捉え、人間活動としての「文化」と様々な価値

を付され、形成される芸術を学び、それを基盤とした新たな創造力の涵養を目的とする。

加えて、共生の精神のもとに、多様な文化に対する寛容と共働の精神を育み、自己の習

得した知と技法を通じて、自己を表現・発信できる人材を育成する（学則第６条第１項）

と謳い、これを受けて、各コースにおいてディプロマポリシーとカリキュラムポリシー

を設定し、短期大学士（文化芸術学）が授与できるカリキュラムを編成している。 

いけばな・花デザインコースは、学位授与とともに「華道免許状（華道家元池坊脇教

授二級）」、「茶道許状（表千家または裏千家）」の免許を在学中に取得し、フラワーデザ

イナー、フローリスト、華道教授といった職業に就くことを学習成果として示している。

卒業制作展において、テーマに沿った作品展示と解説という形でいけばなおよびフラワ

ーアートの知識と技術を表現し、発信することも学習成果の一つである。 

ブライダルプランナーコースでは、学位授与とともに、「ブライダルコーディネート

技能検定３級」、「ＡＳＳ検定」、および「フォーマルスペシャリスト」の資格を在学中

に取得し、ブライダルプランナー等のブライダル関連職に就くことを学習成果として示

している。卒業制作展において、共同作品として模擬挙式という形でブライダルプラン

ナーとしての企画・構成能力を発表することも学習成果の一つである。 

医療クラークコースは、学位授与とともに「医療事務技能審査試験」、「医師事務作業
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補助技能認定試験」、「診療報酬請求事務能力認定試験」の３つの関連資格を在学中に取

得し、医療機関で事務系の職業に就くことを学習成果として示している。卒業制作展に

おいて、医療業界の現状と課題について研究発表することで医療事務に係る専門的な知

識や見識を発信することも学習成果の一つである。 

 

【環境文化学科】 

環境文化学科では、その教育目標について「環境」を自然、社会、人文等にわたるも

のと捉え、くらしを取り巻く「環境」に現れる美のあり方を探求し、それを踏まえて新

しい生活文化の創造に資する能力の開発を目的とする。これに応じて、現代の様々な「環

境」に関わる基本的な専門知識と、自らの「環境」を生み出す高度な技術の習得によっ

て、自分を取り巻くすべてのものと調和し、そこに様々な美を見出し、創り上げる力を

もって、社会に貢献できる人材を育成する（学則第６条第２項）と謳い、これを受けて、

各コースにおいてディプロマポリシーとカリキュラムポリシーを設定し、短期大学士

（環境文化学）が授与できるカリキュラムを編成している。 

製菓クリエイトコースは、学位授与とともに国家資格である「製菓衛生師」の資格を

在学中に取得し、パティシエ等の製菓職人になることを学習成果として示している。ま

た卒業制作展において、テーマに沿った作品展示と解説という形で製菓の知識と技術を

表現し、発信することも学習成果の一つである。 

トータルビューティーコースは、学位授与とともに「アロマコーディネーターライセ

ンス」、「ＪＮＥＣネイリスト技能検定」、「ＪＮＥＣジェルネイル技能検定」、「サービス

接遇検定」等の関連資格を在学中に取得し、美容関連のプロとして職業に就くことを学

習成果として示している。また卒業制作展において、ヘアメイク作品を展示して専門的

な知識や技能を発表することも学習成果の一つである。 

エステティシャンコースは、学位授与とともに「ＡＥＡ認定上級エステティシャン」、

「ＡＪＥＳＴＨＥ認定上級エステティシャン」の資格を在学中に取得し、エステティシ

ャンになることを学習成果として示している。また卒業制作展におけるダイエットプロ

ジェクトの研究発表、また秋に一般の方を招待して実施する学内サロンで、その専門的

な知識や技能を発表することも学習成果の一つである。 

 

【幼児保育学科】 

幼児保育学科では、その教育目標について、「和と美」は、人間活動の本質である「対

話（コミュニケーション）、共生の精神性」を包含すると捉え、「子どもの命を守る」こ

とを実践できる人材の養成を目的とする。すなわち、対象を知り、また自らを知ること

で相互の差異を認め合い、支え高め合うことでさらなる和と美を生み出すことができる。

この精神を基軸に、伝統文化の創造的伝承、人材形成の基盤の確立を援助・指導、さら

には家庭・地域との連携を図ることのできる、時代が要請する保育および幼児教育の専

門職を養成する（学則第６条第３項）と謳い、これを受けて、学科のディプロマポリシ

ーとカリキュラムポリシーを設定し、短期大学士（幼児保育学）が授与できるカリキュ

ラムを編成している。また幼児保育学科では、学位授与とともに国家資格として「保育

士」、また「幼稚園教諭二種」の免許を取得し、卒業後は幼児の保育・教育の現場で働
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くことを学習成果として示している。 

各科目における単位認定は以下の通りである。まず、授業回数の３分の２以上の出席

があることを単位認定試験の受験資格としている。その上で授業態度や課題提出状況等

を平常点として考慮し、単位認定試験（筆記試験、レポート試験、実技試験等）の評価

により担当教員が認定する。成績評価は、１００点満点でＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの５段階

で評価し、６０点未満をＦ評価の不合格としている。Ｆ評価となり単位取得ができなか

った場合においては、申請により学長の承認を経て、再試験を受けることができる。正

当な理由で単位認定試験を受けられなかった場合は、申請により学長の承認を経て、追

試験を受けることができる。単位認定試験の合否（成績表）は、学期毎に学生本人に成

績表として担任教員が手渡し、同時に保護者へも郵送で通知している。 

各学科・コースにおける教育目的・目標や学習成果は、「学生生活のしおり」、「シラ

バス（講義概要）」において学生に示している。また学外および本学志望の高校生へは、

学校案内やウェブサイトで明示している。 

学習成果としての学位授与および資格・免許取得のための教育課程については、毎月

開催される学科会議や教学ミーティングにおいて、学校教育法の短期大学の規定に照ら

し定期的な点検を実施し、毎年のカリキュラム編成時に反映している。平成３０年度に、

前年度までの検討事項をもとにして、各業界で必要とされている人材を養成し、各分野

での専門性をより前面に出す反面、在学中に進路変更する学生にも柔軟に対応できるカ

リキュラム編成とすることで、学生満足度の高い教育課程を整備した。同時に、取得で

きる資格の種類や時期を見直し、いくつかの新たな資格を授業内でサポートし始めたほ

か、製菓クリエイトコースでは在学中に「製菓衛生師」を受験できるカリキュラムに変

更し、令和３年度についても、それを実行した。 

 

 

［区分 基準Ⅰ－Ｂ－３ 卒業認定・学位授与の方針、教育課程編成・実施の方針、入

学者受入れの方針（三つの方針）を一体的に策定し、公表している。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ－Ｂ－３の現状＞ 

平成２０（２００８）年の中央教育審議会答申において示された入学者受入れの方針、

教育課程編成・実施の方針、卒業認定・学位授与の方針の明確化を受けて、本学におい

てもそれぞれの方針をアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポ

リシーとして定めている。 

三つの方針については、本学の建学の精神や教育課程とそれぞれの方針を関連付けな

がら、当時の教務委員会により検討され、学科会議、教授会での議論を経て策定された。

さらに平成２８（２０１６）年度の幼児保育学科新設においては、建学の精神の再定義、

教育目的・目標の再整備とともに三つの方針を再検討し、本学の教育課程が一貫性を持

つよう体系づけている。三つの方針の策定にあたっては、短大全体、各学科・コース、

各科目と視点を変えながら、それぞれの内容が相互に連携し合うように作られており、

一貫性を保てるよう毎年、学科会議、教学ミーティング等において定期的な見直しを行

っている。特に入学者受入れの方針と卒業認定・学位授与の方針については、在学生だ
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けでなく本学への入学を希望する高校生にも理解しやすいよう、平易な短文の４項目で

学科・コースごとに作成し、広く理解を深めてもらえるようにしている。さらに、卒業

認定・学位授与の方針は各科目にまでおとし込むことで教育課程との関連を明示し、カ

リキュラムマップを作成することで視覚的にも理解しやすく工夫している。 

このように入学者受入れの方針は入学試験の実施において、教育課程編成・実施の方

針はカリキュラム策定や見直しまた各科目の教育内容において、卒業認定・学位授与の

方針は卒業要件、成績評価の基準、学習成果の査定において、それぞれ教育活動が三つ

の方針を踏まえた上で行われている。 

本学の三つの方針は、新入生全員に配付される「学生生活のしおり」に掲載して新入

生オリエンテーション等で説明するほか、本学ウェブサイトや入学案内等に掲載して、

広く学内外に表明している。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ｂ 教育の効果の課題＞ 

第一に、地域や社会のニーズに応えるべく、各学科・コースの教育目標・目的を見直

し、本学が目指す「和と美」の精神による一貫した教育内容を目指す必要がある。その

上で、教育目標・目的を時代の要請に適合する形で具体的に表現し、広く社会に、とり

わけ本学を志望する高校生に理解してもらえるよう工夫することは課題のひとつであ

る。 

第二に、本学は、日本の伝統文化である華道における「和と美」という、一般的には

理解しづらい教育理念を教育課程におとし込んでいることから、学生全員が日々の授業

の目的を理解して取り組んでいるとは言い切れず、教育の目的・目標に基づいた学習成

果を学生にも分かりやすく明示することは継続した課題である。 

第三に、本学は就職に直結する専門性の高い学科・コース編成としていることから、

その専門性を生かした就職、つまり専門分野就職率をいかに高めていくかも各学科・コ

ースの教員と学生支援部が協力して取り組むべき課題と言える。 

こうした課題に取り組みながら、教育の効果をいっそう改善していくために、他には

ない華道を基軸とする本学ならではの教育の向上・充実に全教職員が意識して取り組ん

でいきたい。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ｂ 教育の効果の特記事項＞ 

本学の建学の精神である「和と美」に基づく教育理念が、社会のニーズに合った形

で広く社会に周知・浸透されるよう、各学科・各コースの教育課程に浸透することを

補う目的から、以下の６点を初年度教育プログラムとして体系化している。 

①学校案内やウェブサイトおよび入学前教育において、建学の精神や３ポリシーを高

校生にも理解しやすい言葉で浸透させる。 

②入学前教育において華道関連図書を提示、読書後のレポートを課題として提出。 

③例年は入学式を華道家元の六角堂で実施し、花伝書「池坊専応口伝」を入学式で朗

読することで、華道の歴史と文化を体感。令和３年度においては、入学式にて実施

された。 

④例年は入学直後のフレッシュマンキャンプで、池坊華道の道祖・小野妹子を奉る「小
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野妹子廟」を参拝して、献華「礼式生け」を見学することで、本学への帰属意識を

形成。令和３年度においては、コロナ禍のためフレッシュマンキャンプの実施がな

されなかった。 

⑤華道を教える「いけばなと現代生活」、建学の精神を教える「気づきと思考力」を

全学共通の必修科目として１年次生前期に設置。 

⑥学習活動の向上を目的として、「読む力、書く力」を育成する「リーディング＆ラ

イティングスキル」を１年次生前期に設置。 

また、本学では３つのポリシーに加え、教育成果としての学習の達成を、在学２年間

だけでなく卒業後の学生の将来像として描く、本学独自の「キャリア・ポリシー」を置

くことを平成３０年度に決定した。令和３年度においては、この４つのポリシー構成を

中軸の考え方として、本学の教育方針を定め実施し検討を重ねている。 

 

 

［テーマ 基準Ⅰ－Ｃ 内部質保証］ 

 

［区分 基準Ⅰ－Ｃ－１ 自己点検・評価活動等の実施体制を確立し、内部質保証に取

り組んでいる。］ 

 

＜区分 基準Ⅰ－Ｃ－１ の現状＞ 

本学では自己点検・評価のための規程として、「池坊短期大学自己点検・評価委員会

規程」を整備している。学園全体としては「学校法人池坊学園管理運営自己点検・評価

委員会規程」があるが、現在、学園下で運営している学校は短期大学のみであり、検証

も短期大学に係るものであることから、池坊短期大学自己点検・評価委員会が中心的な

役割を担っている。学長を委員長、副学長を副委員長として、構成委員は以下の通りで

ある。理事長、文化芸術学科・環境文化学科・幼児保育学科の各学科長、短大事務部長、

教学部・キャリア支援部・入学広報部・総務部の各部長、図書館長、ＦＤ委員長、ＳＤ

委員長、ＡＬＯ、ＡＬＯ補佐、各部署事務責任者である。また、委員会を支える事務局

の長はＡＬＯ補佐が務めている。 

本学の活動の総括としての自己点検・評価は、自己点検・評価委員会が中心となって

各学科、各委員会、各部署が分担して報告書を作成することで検証しており、毎年製本

して、本学ウェブサイトでも公表している。例年は１０月頃に完成して、学内の教職員

全員に配付するとともに、自己点検・評価委員会において保管し、必要に応じて学外に

公表している。自己点検・評価の報告書を作成する際には、前述の各部門長や部署で担

当するが、報告書作成者と報告書校正・点検者を別の者が担当するよう分担・編成して

執筆→校正→修正を重ねる方法で行なう。この方法を採用することで、可能な限り多く

の教職員が関わりながら、報告書を相互にやり取りして進行できるようになっている。

こうした作業プロセスを組むことで、学内業務の状況について、様々な視点から包括的

に把握することができる。また、直接関わる教職員のみならず、作成に必要なデータ収

集から活動実態の聞き取りまで、実質的に全部門の教職員が何らかの形で関わる仕組み

になっている。 
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自己点検・評価活動に高等学校等の関係者の意見を直接的に聴取して取り入れること

は現在では行っていない。ただし、Ⅰ－Ａで記載した協定先の高等学校等をはじめ、入

学広報部が高校訪問等の際、特に本学入学者の多い学校を中心に、本学に対する意見を

きめ細かく聴取すること等を通して、本学が振り返りを行う際の基準の一つとして活用

している。 

本学の自己点検・評価は、毎年度、継続的に実施している。現在は特に、文部科学省

に義務づけられている『経営改善計画』や学園の『事業計画』等の計画や方針を基準と

して、自己点検・評価委員会と各部門が相互に連携して、点検・評価項目の作成、点検・

評価の実施、課題の把握、改善計画の実施というＰＤＣＡサイクルの実践を目的に運用

するよう努力している。逆にこのサイクルを活用して、学園の事業計画の策定や経営改

善計画の作成において、自己点検・評価を活用している。また事務職員が所属する各部

署においても、月別業務分担表等を活用して日常業務の計画的な点検・評価を行ってい

る。 

 

 

［区分 基準Ⅰ－Ｃ－２ 教育の質を保証している。］ 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ｃ－２ の現状＞ 

 各学科、コース共に、アドミッション、カリキュラム、ディプロマの三つのポリシ

ーの下に、学習成果を焦点とするアセスメントを行ってきている。特に本学では、公

的な資格取得を目指した学科・コースが多い（医療クラーク、製菓衛生師、幼稚園教

諭、保育士）ため、これらの資格取得に対応した学習成果を挙げているかを定点観察

的に着実に査定する必要があり、カリキュラム検討の際には、この点検も行ってい

る。 

 平成２６年度から２８年度にかけて行ったカリキュラム改革の成否を見るために、

２年ごとに短期的な検証を行って必要な修正を行ってきた。教育の向上・充実のため

のＰＤＣＡサイクル活用は、学科会議・教学ミーティング・教授会において行ってい

る。令和２年度に仕上げた各学科・コースの専門教育のカリキュラム改革の成否を見

て、さらに令和４年度に実施を予定することとなった抜本的なカリキュラム改革を目

標として、検証を進めていかなければならない。 

 学校教育法、短期大学設置基準等、関係法令の変更等はそのつど確認し、法令の遵守

に努めている。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ｃ 内部質保証の課題＞ 

自己点検・評価において他学との相互評価は現段階では実施に至っていない。他学で

の評価員を経験した教職員を中心に、相互評価に関連した体制を検討し整備することが

今後の課題であるが、このためには日常業務の運営のさらなる合理化や諸委員会の機能

向上といった学内体制の強化が必要である。また、自己点検評価・報告書の作成が、検

証と改善のプロセスになるよう組み立てられていることについては前述のとおりであ

る。ただし、その検討と改善を各部門へ落とし込み、結果を明確にする点については、
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各部門の自主性に負うところが少なくない。これも、上述の通り、学内体制の強化と連

動している課題であり、財務状況や業務の実質的質量に鑑みて、計画を立案し、それを

基準に各部門・各部署相互の課題の理解と共有による評価・検証が可能になるような、

コンパクトで能率の高い体制づくりが必要であると考える。令和４年度には、財務状況

に基づいた全学的な経営計画、ならびに教学計画を立案し、こうした課題の解決につな

げていく予定である。 

 

＜テーマ 基準Ⅰ－Ｃ 内部質保証の特記事項＞ 

 特になし。 

 

 

＜基準Ⅰ 建学の精神と教育の効果の改善状況・改善計画＞  

           

（ａ）前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

平成２９年度の第三者評価で指摘された項目については、すでに改善した。 

 

（ｂ）今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

今後の自己点検・評価の改善計画としては、財務状況や業務の実質的質量に鑑みて実

質的な計画を新たに立案し、執行・検証することで全学的なＰＤＣＡサイクルを機能さ

せていく予定である。 
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【基準Ⅱ 教育課程と学生支援】               

 

［テーマ 基準Ⅱ－Ａ 教育課程］ 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－１ 学科・専攻過程ごとの卒業認定・学位授与の方針（デイプロ

マ・ポリシー）を明確に示している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－１ の現状＞ 

平成２０（２００８）年の中央教育審議会答申において示された入学者受け入れの方

針、教育課程編成・実施の方針、卒業認定・学位授与の方針の明確化を受けて、本学に

おいてもそれぞれをアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリ

シーとして明確に定めた。学科ごとの卒業認定・学位授与の方針については、「学科教

育目標」として学則第６条に明示し規定されている。また、卒業の要件、成績評価の基

準、資格取得の要件についても卒業認定・学位授与の方針に基づいて、学則および「池

坊短期大学科目履修規程」にそれぞれ明示し規定されている。学生全員に配付する「学

生生活のしおり」においては、卒業認定・学位授与の方針を各学科・コースごとに、理

解しやすい平易な短文の４項目に分けて明記している。さらにこの４項目は各科目レベ

ルにまでおとし込まれ、学科・コースの教育課程における各科目が、学位授与の方針に

どう関連しているのかを明示し、カリキュラムマップという形で学生が視覚的にも理解

しやすい工夫を行っている。卒業の要件、成績評価の基準、資格取得の要件についても、

学則等の諸規程を理解しやすく補うために「学生生活のしおり」において詳細に明記し

ている。また、学外に対しては本学ウェブサイトに掲載して公表している。 

「学生生活のしおり」に明記されている各学科・コースの卒業認定・学位授与の方針

（ディプロマポリシー）は以下の通りである。 

 

【文化芸術学科】 

文化芸術学科では、人間が過去から現代までに創り出した形あるもの、およびその創

作をもたらす精神活動や生活活動そのものを「文化」、その創造的な営為をつみあげる

基盤を文化環境と捉え、人間活動としての「文化」と様々な価値を付され、形成される

芸術を学び、それを基礎とした新たな創造力の涵養を目的とする。加えて、共生の精神

のもとに、多様な文化に対する寛容と共働の精神を育み、自己の修得した知と技法を通

じて、表現・発信できる人材を育成する。 

①［知識・技能・理解］ 

建学の精神である「和と美」に基づく、他者理解とさらにそこから生まれる文化・

環境についての豊かな知識・教養を有している。 

人間相互の理解、多様な文化に対する寛容と共働の精神を姿勢として体現するた

めに適切な方法を選択し、実行することができる。 

②［思考力・判断力・表現力］ 

多様な文化理解のうえにたち、自らが設定する課題解決のための思考、判断およ

びそれを具体的に表現するための考察がで 
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③［探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

人間活動としての文化、芸術等の理解について、積極的に関心を持ち取り組むこ

とができる。 

さらに、これを踏まえた文化芸術学科のコースごとのディプロマポリシーは、以下の

通りである。 

いけばな・花デザインコース 

①［知識・技能・理解］ 

共生の精神にもとづき、「多様な文化」を理解することができる。 

いけばなおよびフラワーアートの技術を学び、新たに創作することができる。 

②［思考力・判断力・表現力］ 

いけばなおよびフラワー産業の専門知識を、自らの考えでまとめることができ

る。 

③［探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

いけばなを学ぶことの意義を感じとり、多様化する社会へいけばなを発信するこ

とができる。 

 

ブライダルプランナーコース 

①［知識・技能・理解］ 

共生の精神にもとづき、「多様な文化」を理解することができる。 

ブライダル産業に携わる上で基礎となる知識と技術を有し、業務を遂行すること

ができる。 

②［思考力・判断力・表現力] 

習得した技術を用いて、様々な手法で自身の考えを発信することができる。 

③［探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

ブライダル産業に関して常に興味関心を持ち、自ら調べ考えることができる。 

また、自身の考えに基づき責任を持って行動することができる。 

 

医療クラーク 

①［知識・技能・理解］ 

共生の精神にもとづき、「多様な文化」を理解することができる。 

 医療業界に関して常に関心を持ち、問題提起ができる。 

② [思考力・判断力・表現力] 

医療事務に係る専門的な知識と技術を修得し、様々な手段で他者に伝えることが

できる。 

③［探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

医療業界で主体的に、かつ積極的に活躍できる。 

 

【環境文化学科】 

環境文化学科では、「環境」を自然、社会、人文などにわたるものと捉え、くらしを

取り巻く「環境」に現れる美のあり方を探求し、それを踏まえて新しい生活文化の創造

に資する能力の開発を目的とする。これに応じて、現代の様々な「環境」に関わる基礎

的な専門知識と、自らの「環境」を生み出す高度な技術の修得によって、自己を取り巻
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くすべてのものと調和し、そこに様々な美を見出し、作り上げる力をもって、社会に貢

献できる人材を育成する。 

①［知識・技能・理解] 

生活環境に関する幅広い知識を有し、活用のための創意工夫ができる。 

生活環境分野において、自らが設定する資格取得等の目標達成のために必要となる専

門知識や実践的な技能等を身に付け活かすことができる。 

② [思考力・判断力・表現力]  

生活文化、生活環境における現状を理解し、課題に対して多面的かつ総合的に思考する

ことを通して、状況に応じた判断ができる。 

③ [探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

くらしを取り巻く環境に現れる美と、新たに創造される生活文化に必要とされる知識、

技能の修得のために主体的に取り組むことができる。 

さらに、これを踏まえた環境文化学科のコースごとのディプロマポリシーは、以下の

通りである。 

製菓クリエイトコース 

① [知識・技能・理解] 

環境や文化に対する教養を身につけ、状況に応じた対応ができる。 

製菓に関する専門的な技術を修得し、様々な手段で他者に伝えることができる。 

② [思考力・判断力・表現力]  

製菓業界の現状を多面的に捉え、物事を判断することができる。 

③ [探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

製菓に関する幅広い知識を持ち、活用することができる。 

 

トータルビューティーコース 

① [知識・技能・理解] 

環境や文化に対する教養を身につけ、状況に応じた対応ができる。 

美容に関する専門的な技術を修得し、様々な手段で他者に伝えることができる。 

② [思考力・判断力・表現力]  

美容業界の現状を多面的に捉え、物事を判断することができる。 

③ [探求心・主体性・多様性・協働・社会性］ 

美容に関する幅広い知識を持ち、活用することができる。 

 

エステティシャンコース 

①［思考・判断］ 

環境や文化に対する教養を身につけ、状況に応じた対応ができる。 

②［知識・理解］ 

エステに関する幅広い知識を持ち、活用することができる。 

③［技能・表現］ 

エステに関する専門的な技術を修得し、様々な手段で他者に伝えることができ

る。 

④［思考・判断］ 
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エステ業界の現状を多面的に捉え、物事を判断することができる。 

 

【幼児保育学科】 

幼児保育学科では、建学の精神である「和と美」は、人間活動の本質である「対話（コ

ミュニケーション）、共生」の精神性を包含していると捉え、対象を知り、また自らを

知ることで相互の差異を認め合い、支え高め合うことでさらなる和と美を生み出すこと

を目的とする。この精神性を基軸に、幼児保育学科では、時代や地域社会が要請する保

育および幼児教育の専門職を養成し、社会に貢献できる人材を育成する。 

幼児保育学科のディプロマポリシーは以下のとおりである。 

①［知識・理解］ 

保育、幼児教育現場における「対話・共生」の環境等に関する幅広い専門知識を

有している。 

②［思考・判断］ 

保育、幼児教育現場の現状を理解し、子どもの豊かな心を育成するための諸課題

に対して、専門的見地から多面的かつ総合的に思考することを通して、状況判断

を行うことができる。 

③［関心・意欲・態度］ 

子どもの育成支援に携わる人間としてのあり方や責任の重みを深く認識し、具体

的かつ現実的な知識・技能の体感的理解のために主体的に取り組むことができ

る。 

④［技能・表現］ 

高い倫理観と良好なコミュニケーションを保持し、保育、幼児教育を担うための

実践的能力を身に付けた専門職として活かすことができる。 

 

「短期大学士」は学校教育法の学位規則、短期大学設置基準に定められた学位であり、

本学の卒業要件を満たした者に、その所属していた学科名を冠した学位を授与すること

としている。各学科・コースにおいては資格・免許を取得するための要件も明示してお

り、それらの資格・免許は社会的に広く認知されているものである。例えば全学生が取

得できる華道・茶道の免許状は伝統文化において認知されている。製菓クリエイトコー

スの製菓衛生師、幼児保育学科の保育士は国家資格であり、幼児保育学科の幼稚園教諭

二種免許は教育職員免許法により都道府県教育委員会より授与される教員免許である。

またそれ以外の学科・コースで取得を奨励している資格・免許も、各専門業界において

最も認知度が高いものを採用している。こうした資格・免許を取得した卒業生は、大半

がその専門分野を活かして就職しており、結果としてその業界に就職後は企業から高い

評価を得ている。こうした点からも本学の各学科・コースにおける学位授与の方針は、

社会的通用性が十分にあるといえる。 

本学の卒業認定・学位授与の方針は、各学科・コースの専門性と深く結びついている

ことから、各業界で必要とされる知識や技能を反映することが必要であり、教育課程を

策定する際に学科会議や教学ミーティング、教授会において定期的に確認を行い、必要

に応じて見直しを行っている。 
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［区分 基準Ⅱ－Ａ－２ 学科・専攻過程ごとの教育課程編成・実施の方針（カリキュ

ラム・ポリシー）を明確に示している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－２ の現状＞ 

各学科・コースの教育課程は、本学が学則や規程で定めている卒業認定・学位授与の

方針に対応しており、短期大学設置基準に則って体系的に編成されている。建学の精神

である「和と美」を理解し、学科・コースごとに定めた教育目標を達成するために、教

養教育科目（一般教養）と専門教育科目から構成し、２年間で卒業（学位取得）に必要

な単位を取得させる。また専門教育科目については、資格・免許の取得要件を満たすた

めに、文部科学省や厚生労働省あるいは民間の組織・団体における資格・免許の認定要

件に定められた内容を反映した教育課程で編成している。 

文化芸術学科では、各コースの専門性に応じて体系的に学び、共生の精神のもと、「多

様な文化」を理解・創造し、表現するための知識と技能の基礎から応用までを習得でき

るよう「専門教育科目」を設置している。これにより、ディプロマポリシーで明記した

能力を習得すべく、コースごとに学習成果に対応した教育課程が編成されている。各コ

ースの教育課程については、カリキュラムマップに基づき体系的に構成している。 

環境文化学科では、各コースの専門性に応じて体系的に学び、生活文化を成り立たせ

る「環境」を理解、創造しうる知識と技能の基礎から応用までを習得できるよう「専門

教育科目」を設置している。また同時に、高度な知識と技術を裏付けする資格取得がで

きるよう構成している。これによりディプロマポリシーで明記した能力を習得すべく、

コースごとに学習成果に対応した教育課程が編成されている。 

幼児保育学科では、保育の専門家としての専門性を体系的に学び、子どもやその子ど

もを取りまく「環境」「文化」等を理解し、創造しうる知識と技能の基礎から応用まで

を習得できるよう「専門教育科目」を設置している。また、高度な知識や技術を裏付け

する資格・免許が取得できるようにも構成している。これによりディプロマポリシーで

明記した能力を習得すべく、学習成果に対応した教育課程が編成されている。さらに、

近年の大学教育において効果があるといわれているアクティブラーニングの手法につ

いても、講義及び演習のいずれの形式の授業でも積極的に導入して実践している。 

学科・コースの教育課程については、「教養教育科目」と「専門教育科目」から構成

し、以下に述べるとおり体系的に編成している。 

まず、教養教育科目は歴史的・文化的・社会的な基礎知識を身に付け、知性ある社会

人育成の基盤とするために設置している。令和３（２０２１）年度は、文化芸術学科・

環境文化学科は、３３科目が配当されており、そのうち必修科目は７科目である。また

その授業形態は、講義１１科目、実習１０科目、演習１２科目である。幼児保育学科は、

１６科目が配当されており、そのうち必修科目は３科目である。いずれの学科において

も、本学の建学の精神を教える「いけばなと現代生活」、「気づきと思考力」を配置して

必修科目としている。 

次に、専門教育科目については、学科・コースごとに設置している。文化芸術学科の

専門教育科目は、５科目の学科共通科目のほかに、いけばな・花デザインコース３１科

目、ブライダルプランナーコース２９科目、医療クラークコース３３科目を、環境文化
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学科の専門教育科目は、５科目の学科共通科目のほかに、製菓クリエイトコース２８科

目、トータルビューティーコース２３科目、エステティシャンコース３３科目を、そし

て幼児保育学科の専門教育科目は、６３科目が配当されている。専門教育科目について

は、文化芸術学科・環境文化学科の各コースは、コースごとに専門知識や技術を身につ

けるべき科目を必修として、５～８科目配置している。ただし、資格取得要件が深く係

るコースにおいては、医療クラークコース１８科目、製菓クリエイトコース１３科目、

エステティシャンコース１３科目と他に比べて必修科目の配分が高くなっている。また、

全学科においては、１年次生で「基礎ゼミ」、２年次生で「専門ゼミ」を通年科目とし

て配置し、初年度教育から専門教育そして卒業制作展に至るまでを一貫して教育できる

よう、一人の専任教員が担任として受け持つシステムとしている。幼児保育学科は、保

育士資格・幼稚園教諭二種免許の取得を目指す養成機関として、１５科目の必修科目を

設置している。また、幼児保育学科では、実習関連の科目を特に重視している。そのた

め、保育実習や教育実習のための「実習指導」を科目設定するだけでなく、課外で「実

習オリエンテーション」を置いて、補助的な指導を行っている。さらに、保育・幼児教

育にとって重要である５領域のうち、特に音楽表現に係る科目については専任教員を２

名配し、学習成果の達成のために手厚い指導が可能な体制としている。 

本学はキャップ制（履修上限単位数）を設けており、年間で１年次４８単位、２年次

５６単位を超えての履修登録を認めていない。（大学コンソーシアム京都の単位互換制

度による履修を除く。）ただし、資格取得のために必要となる単位数の関係から、環境

文化学科の製菓クリエイトコース、エステティシャンコースおよび幼児保育学科につい

てはキャップ制の適用は行っていない。 

次に成績評価の方法である。成績評価は、短大設置基準等に則り、客観性や厳格性を

確保すべく、学則および「池坊短期大学科目履修規程」に基づいて厳格に適用している。

教育の質保証に向けて厳格に適応するため、平成２０年度から全ての科目において「授

業回数の３分の２以上の出席がないと受験資格を失う」と定め、この要件を満たさなけ

れば単位認定試験を受けることができないとしている。その上で授業態度や課題提出状

況等を平常点として考慮し、単位認定試験（筆記試験、レポート試験、実技試験等）等

により担当教員が評価する。成績評価は、１００点満点でＳ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの５段階

で評価し、６０点未満をＦ評価の不合格としている。Ｆ評価となり単位取得できなかっ

た場合においては、学生からの申請により教授会承認を経て、再試験を受けることがで

きる。また、正当な理由で単位認定試験を受けられなかった場合は、教授会承認を経て、

追試験を受けることができる。試験監督は原則として科目担当の教員が受け持つが、そ

の要領や注意事項を事前に文書で周知して、特に学生の不正行為に対し厳格に対応する

こととしている。 

次にシラバスへの明示である。設置する全ての科目については、シラバスのフォーマ

ットを統一し、科目名、科目担当者、科目区分、単位数、開講時期、授業形態といった

基本的な情報はもちろん、学習目標（到達目標）、ディプロマポリシー、授業テーマ（教

育目的）、授業概要、授業計画、評価方法（成績評価基準）、準備学習内容、履修条件、

免許・資格との関連、教科書・参考書・用具、履修条件、オフィスアワー（授業相談）、

学生へのメッセージ（履修上の注意等）と仔細に渡り記載している。シラバスは製本化
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して全学生に配付するほか本学ウェブサイトにおいても広く公表している。 

令和３年度の専任教員は、教授１１人、准教授６人、講師７人の計２４人であり、短

期大学設置基準の教員数を満たしている。本学はその学科・コースの教育課程の専門性

において、資格・免許取得が深く関連していることから、専任教員および非常勤教員に

おいてはそれらの取得のための基準を満たす配置がなされている。特に非常勤教員を置

く際には、該当科目を担当する妥当性について資格・業績・実務経験等を照合して、教

授会での確認が行われている。教員の採用においては、平成２０年度に整備された「池

坊短期大学専任教員任用規程」、「池坊短期大学特別任用教員規程」、「池坊短期大学特別

任用教員（Ｂ）および嘱託任用教員に関する内規」、「池坊短期大学専任教員資格審査規

程」、ならびに平成２１年度に整備された「池坊短期大学任期付教員任用規程」および

「池坊短期大学任期付教員任用規程細則」に基づいて、教員任用委員会、人事委員会を

開催して、教員の資格・業績・実務経験等についての適切な選考を行っている。 

各学科・コースの教育課程については、学科会議、教学ミーティング、教授会等を通

して毎年見直しを行っている。教養教育科目は大別すると、華道、茶道、伝統文化等の

建学の精神に関連する科目群と、社会生活、キャリア形成、外国語等の社会人としての

教養教育に関連する科目群とに分類され、短期大学として、専門分野だけではない社会

人としての幅広い知識と教養を習得させることを意識しながら見直しを図っている。特

に華道を教える「いけばなと現代生活」では専任教員と華道科目担当の非常勤教員によ

る「華道教員懇談会」を、茶道を教える「茶の湯と伝統文化」では茶道科目担当の非常

勤教員と教学部教職員による「茶道教員懇談会」を、それぞれ定期的に実施し、指導内

容や成績評価の確認、情報の共有を図りながら、必要に応じて教育課程の見直しを行っ

ている。専門教育科目は、各学科・コースの専門性を教育課程に反映できているのかを

見直している。実際に、平成２５（２０１３）年度には抜本的なカリキュラムの再構築

を検討し、平成２８（２０１６）年度には資格・免許取得に関連したカリキュラムの改

革を行った。幼児保育学科の教職課程においては、文部科学省から示された平成３１・

令和１（２０１９）年度からの新課程に対応するカリキュラムを準備するために、平成

２９（２０１５）年度より幼児保育学科と教学部を中心に連携して認可申請を行い、平

成３０（２０１８）年度に入って文部科学省より正式に認可をいただいた。また、厚生

労働省による保育士養成課程の見直しも同時期に行われ、こちらについても申請して認

可をいただいている。平成３１・令和１年度は、認可を頂いた新課程の初年度として、新

しい教育課程をスタートさせた。その他にも、学科・コースごとに「教員懇談会」を実施

し、専任教員と非常勤教員が連携・協力して教育課程を見直す機会を整備している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－３ 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、幅広く深い教養

を培うよう編成している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－３ の現状＞ 

本学の教養教育は、短大設置基準等にのっとり、以下に述べるとおり、幅広く深い教

養を培えるよう体系的に構成している。 
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本学では、歴史的・文化的・社会的な基礎知識を身に付け、知性ある社会人育成の基

盤とするための「教養教育科目」を設置している。令和３年度は、文化芸術学科・環境

文化学科では３３科目が配当されており、そのうち必修科目は７科目で、授業形態は、

講義１１科目、実習１０科目、演習１２科目である。幼児保育学科は、１６科目が配当

されており、そのうち必修科目は３科目で、授業形態は、講義５科目、実習９科目、演

習２科目である。いずれの学科においても、本学の建学の精神を教える「いけばなと現

代生活」、「気づきと思考力」を配置して必修科目としている。また、本学は職業教育の

ための専門分野に特化した短期大学であり、入学してくる学生には基礎学力が不足する

学生も少なくない。このため文化芸術学科・環境文化学科では、１年次生前期は、短期

大学での学習の根幹となる文章を読む力・書く力を養成する「リーディング＆ライティ

ングスキル」を必修科目として設置している。幼児保育学科においては専門教育科目の

中で文章を読む力・書く力を養成する科目を設置している。こうした文章の読解に関す

る基礎的な力や考え方は、専門教育においても、教科書や関係資料の内容理解や分析、

調査研究を通して自らの考えをまとめる力として生かされている。 

本学の特性としては、華道を核とした伝統文化教育を体系的に行っている日本唯一の

短期大学として、華道の精神や技術を修得する「いけばなと現代生活」を教養教育科目

で全学生の必修科目としている。全学をあげて開催する「卒業制作展」では、２年間の

学習成果の集大成としての作品展示や研究発表、舞台発表を行うが、「いけばなと現代

生活」の学習成果として、卒業華展に各自が制作したいけばなを出品・展示している。 

教養教育で培う「和と美」の精神や、日本文化の伝統や知識については、各学科の専門

科目の中にも浸透しており、礼儀作法を初めとしたマナー教育を含め、美に対する心眼

を高めるだけではなく、職業教育のなかでも調和のとれた人間形成を育むものとして生

かされている。 

教養教育として設置する授業科目については、次年度の教育課程を検討する際に、学

科会議や教学ミーティングにおいて、本学の教育理念に照らした効果を確認し、見直し

や改善を行っている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－４ 教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、職業又は実際生

活に必要な能力を育成するよう編成し、職業教育を実施している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－４の現状＞ 

本学の各学科・各コースの教育課程は、短期大学設置基準にのっとり、本学が定めて

いる卒業認定・学位授与の方針に対応し、職業または実際生活に必要な能力を育成する

よう体系的に編成し、職業教育を実施している。建学の精神である「和と美」を理解し、

学科・コースごとに定めた教育目標を達成するために、教養教育を中心とする教養教育

科目と職業教育を中心とする専門教育科目から構成し、２年間で卒業（学位取得）に必

要な単位を取得させる。専門教育科目については、資格・免許の取得要件を満たすため

に、文部科学省や厚生労働省あるいは民間の組織・団体における資格・免許の認定要件

に定められた内容を反映した教育課程で編成している。 
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資格・免許の取得は、卒業後の専門分野への就職に直結する重要なものであり、いず

れの学科・コースも、その職種での必要性を学生に周知し、積極的な専門教育科目の履

修や資格・免許の取得を働きかけている。なお、資格・免許の取得状況については、基

準Ⅱ－Ａ－６において取得率と併せて報告する。 

本学での最終的な学習成果としては、各学科・コースの専門性が高い教育課程を反映

した資格や免許の取得と、きめ細かいサポートによって得られる専門分野を含む総合的

な就職力が挙げられる。以下、令和３年度卒業生の就職状況の内訳を掲載した。 

 

【文化芸術学科】 

       

    

 

【環境文化学科】 

       

45.5%

54.5%

いけばな

専門分野 専門以外

58.3%

41.7%

ブライダル

専門分野 専門以外

93.8%

6.2%

医療

専門分野 専門以外

88.2%

11.8%

製菓

専門分野 専門以外

72.2

%

27.8

%

トータルビューティー

専門分野 専門以外
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【幼児保育学科】 

  

 

継続するコロナ禍の影響により、本学学生の主要就職先であるサービス業界の新卒採用

状況は完全には回復しなかった。年度後半にかけ求人の動きもやや復活してきたが、即戦力

を求める企業傾向（中途採用中心）や活性化している業界の偏りもあったため、完全な追い

風とはならなかった。しかしながら、個別就活カルテに基づき状況に即したサポートをおこ

なうとともに、フォローリスト使用による継続した漏れのない指導を徹底した結果、最終的

には昨年度を上回る９８．７％の就職率を確保し、専門就職率についても一定の水準を維持

することができた。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－５ 学科・専攻過程ごとの入学者受け入れの方針（アドミッショ

ン・ポリシー）を明確に示している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－５ の現状＞ 

入学者受け入れの方針は、本学での学習成果に対応しているかどうかを加味し、アド

ミッションポリシーとしてカリキュラムポリシー、ディプロマポリシーを受けて明確に

定め、「入学指針」として学則第４条に明示されている。また、各学科の教育目的、教

育目標、学びのポイントと併せて本学志望者に向けた学校案内で明示し、本学ウェブサ

イトにも公開している。学校案内においてはさらに、各学科・コースで取得できる資格・

100.0%

0.0%

エステティシャン

専門分野 専門以外

97.8%

2.2%

幼児保育

専門分野 専門以外
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免許を示すとともに、「求める学生像」と「コース目標」を明示し、高校生が理解しや

すい内容を心がけて作成している。 

 令和４年４月に１期生を迎える環境文化学科「国際経営情報コース」に関しても同様

にアドミッションポリシーを定め、学校案内やウェブサイトにて明示している。 

 

（令和４年４月入学生用 大学案内 掲載ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＷＥＢサイト公開ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、「学力の３要素」の定義を踏まえ、カリキュラムを改革、入試改革のプロジェ

クトの一環として令和２年度に整理作業を行った。 

本学の令和２年度・令和３年度全学アドミッションポリシーは以下のとおりである。 
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①［知識・理解］入学後の修学に必要な基礎学力を有している。 

②［思考力・判断力・表現力］他者とかかわり、対話を通して相互理解に努めると

ともに、物事を多面的かつ論理的に考察し、自分の考えを的確に表現することが

できる。 

③［探求心・主体性・多様性・協働・社会性］人間、自然、生活、文化等に関わる

諸分野に深い関心を持ち、社会に積極的に貢献する意欲、態度を有している。 

また、各学科・コースのアドミッションポリシーは以下の通りである。 

 

【文化芸術学科】 

文化芸術学科では、本学の建学の精神である「和と美」を理解し、本学科の「文化環

境」に関心を持ち、そのうえで自らの将来像を明確にするために、必要な知識・技術等

を体得することで、さらに理解を深めることに努める人物、また、社会人・職業人に求

められる基礎教養、専門的思考力等を積極的に身につけ、社会に貢献しようとする高い

志を持った人物を求める。 

 

いけばな・花デザインコース 

①日本文化を幅広く学び、「いけばな」を中心とする伝統文化を次世代に伝えたい人 

②花を使った多彩な表現とビジネス知識を学び、「花のプロ」を目指す人 

③日本と海外の花デザインの技術と理論を身につけ表現したい人 

 

ブライダルプランナーコース 

①ブライダルのスペシャリストとして幅広い専門知識や技能を身につけたい人 

②人とのコミュニケーションができる豊かな人を目指し、社会に貢献したい人 

③相手の立場に立って考え、人の気持ちを大切にすることができる人 

 

医療クラークコース 

①人間の命の尊厳を重視し、人の健康および医療に強い関心を持つ人 

②高い倫理観に基づいて行動し、人とのコミュニケーションや人との和を大切にしよう

とする人 

③自ら学ぶ意欲と行動力を持ち、医療事務系資格取得を目指す人 

 

 

【環境文化学科】 

環境文化学科では、建学の精神である「和と美」を理解し、本学科のくらしを取り巻

く「生活環境」に関わる基礎的な専門知識や技能等を体得するための努力を惜しまない

人物、また高度な知識と技術を裏付けする資格取得をめざし、自らの将来像を明確に考

えることができる高い志を持った人物を求める。 
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製菓クリエイトコース 

➀お菓子を作るための素材、原理などの知識、技術を修得して製菓業界で働きたいと考

えている人 

②お菓子作りに必要な情熱とコミュニケーション力を備え、自らの創造力・判断力をお

菓子作りに活かしたい人 

③製菓衛生師の資格を目指す人 

 

トータルビューティーコース 

①美容に関する幅広い知識と専門的な技術を身につけたい人 

②美容の現状を多面的に捉え、美容業界で活躍したい人 

③環境や文化に対する教養を身につけたい人 

 

国際経営情報コース 

➀経営・情報の専門知識を学び、ビジネスの世界で活躍したい人 

②多様な文化を理解し、課題解決のために積極的にコミュニケーション力や ICTを活用

したい人 

③自らキャリアプランを開拓し、専門分野の知識を持って、社会貢献しようとする人 

 

 

【幼児保育学科】 

幼児保育学科では、建学の精神である「和と美」の精神性の根源となる命の重みを

理解し、未来を担うこどもたちの生きる力を育む意欲のある人物、また豊かな人間

性と養護・教育に関わる学びを深める努力を惜しまず、社会に貢献しようとする高

い志を持った人物を求める。 

 

幼児保育学科 

➀子どもの「いのち」を尊重し、子どもの発達をささえようとする人 

②保育および幼児教育者となるための学業に積極的に取り組み、子どもと向き合いたい

と思う人 

③保育および幼児教育に関する専門的な知識・技能を習得し、その専門職を志す人 

 

各コースのアドミッションポリシーについては前述の学校案内をはじめ「総合型選抜

（ＡО）ガイド」、「入学試験要項」にも掲載し、オープンキャンパスでの体験授業や個

別相談ブース、また学外での進路相談会や入試相談会等の機会を利用して、受験生やそ

の保護者に具体的に説明している。また、教職員による高校訪問においても、高校の進

路指導または３年生の担任教員等に本学の選抜方法・方針について詳しく説明し、定期

的に意見交換している。 
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（令和４年４月入学生用 総合型選抜（ＡО）ガイド 掲載ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（令和４年４月入学生用 入学試験要項 掲載ページ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各学科の入学前の学習成果の把握・評価は、入学試験によって実施している。アドミ

ッション・オフィスとして入試委員会を設置し、特に総合型選抜（ＡО）においては、

アドミッションポリシーに沿った内容でその理解度の確認を行う面談を実施している。

他にも志望理由、将来の進路や高等学校での学習成果等、５項目に分けて確認した上で

総合評価している。新型コロナウイルスの蔓延防止対策もあり、入学試験時の密を避け

る工夫として、オンライン面談や動画の提出による確認等も実現させた。総合型選抜（Ａ
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О）は、各学科・コースのアドミッションポリシーに深く共感し、本学で学びたい意欲

と熱意を持った学生に対して、学力試験のみでは評価できない多用な能力や可能性を評

価して積極的に迎え入れるという位置づけである。そのため、別冊で作成する「総合型

選抜（ＡО）ガイド」やオープンキャンパス時のガイダンス、学科・コース別体験授業、

総合型選抜（ＡО）説明会でもその方針を告知し、受験希望者に対しては、志望する学

科・コースのアドミッションポリシーをあらかじめ十分に理解し、面談に臨むよう周知

を行っている。学校推薦型選抜（公募）においては面接を実施しており、本学での学び

と受験生の志望がマッチするのかについて、面接委員は細心の注意を払って把握するよ

う努めている。一般選抜においてはテーマ作文を選抜方法としているため、入試委員会

の作問委員がアドミッションポリシーを念頭に置いて問題を作成している。 

入学者選抜の方針・選抜方法・授業料その他必要な経費については、学校案内はもち

ろんのこと、入学試験要項およびウェブサイト等で明示している。また、電話等での個

別対応はもちろん、オープンキャンパスの参加者に対しては、ガイダンスや個別相談ブ

ースで選抜方法や学費の説明を行い、質問・疑問等の問い合わせに対応できる体制を整

え、本学についての理解が深まるように配慮している。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－６ 短期大学及び学科・専攻課程の学習成果は明確である。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－６ の現状＞ 

まず本学の各学科・コースの教育課程における学習成果としては、卒業要件を達成す

ることで授与される学位（短期大学士）の取得、池坊の華道免許、茶道免許のほか、国

家資格や教員免許の取得、その他各専門業界において最も認知度が高い資格や免許の取

得があげられる。また、取得した資格や免許をもって、専門分野業界への高い就職等が

あげられる。これらは建学の精神に基づき定めたディプロマポリシーとカリキュラムポ

リシーを反映した、２年間の教育課程において達成可能な内容であり、卒業制作展での

作品展示や研究発表にも、その成果が表現されている。 

本学の教育課程は、すべての科目で原則として半期開講のセメスター制をとっている。

また、一部に通年開講の科目を設定しており、２年間で学習成果としての学位や資格、

免許を獲得できる構成である。ただし、集中して受講することで教育効果が高くなると

考えられる科目については、集中講義形式で設置している。それぞれの科目においては

シラバスに到達目標を明示し、またカリキュラムマップにより科目の位置付けや目標・

目的を体系的に確認できるようにしている。 

和 3年度卒業生において、入学者数に対する学位授与（卒業）者数は、文化芸術学科

が６６人中６４人（９６．９６％）、環境文化学科が８９人中７７人（８６.５１％）、

幼児保育学科が６４人中５６人（８７．５％）であった。卒業できなかった学生は大半

が退学・除籍によるもので、２年を超えて在学する者は４名だけである。 

また、学習成果については、資格取得状況のデータにより測定可能で、指定科目の単位

取得を前提に受験可能な資格としては、以下のとおりである。いけばな・花デザインコ

ースは国家検定の「フラワー装飾技能士」、ブライダルプランナーコースは、「ＢＩＡ認
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定アソシエイトブライダルコーディネーター」「ブライダルコーディネート技能検定」「フォ

ーマルスペシャリスト」「パーソナルカラーコンサルタント」がある。また、平成３０年度

より公益社団法人日本ブライダル文化振興協会が厚生労働省指定試験機関として国家検

定「ブライダルコーディネート技能検定３級」を実施することとなり、本学を会場とし

て同検定を受験し、資格取得に向けてのサポートを行っている。トータルビューティー

コースでは「アロマコーディネーターライセンス」がある。製菓クリエイトコースは国

家資格の「製菓衛生師」や「パティスリーラッピング」、エステティシャンコースは「Ａ

ＥＡ上級認定エステティシャン」および「ＡＪＥＳＴＨＥ認定エステティシャン」、幼

児保育学科は国家資格の「保育士」および「幼稚園教諭二種」の養成機関であり、単位

取得により資格を得ることが可能となる。このうち製菓衛生師は卒業後の受験となり、

仕事との両立の中で受験を見送るケースもあることから、平成２９年度入学生からは受

験資格を得る教育課程を１年半で修了し、在学中の受験ができるよう見直しを行った。

また、エステティシャンの資格についても、平成２９年度入学生からは各協会の上級資

格（１０００時間カリキュラム）を取得できるよう教育課程を見直した。他にも取得を

サポートする科目を配置する資格としては、ブライダルプランナーコースの「ブライダ

ルコーディネート技能検定」、「ブライダルフラワーコーディネーター」、医療クラーク

コースの「医師事務作業補助技能認定試験」、「医療事務技能審査試験・医科」、「診療報

酬請求事務能力認定試験」、トータルビューティーコースの「ＪＮＥＣネイリスト技能

検定３級」、「ＪＮＡジェルネイル技能検定初級」、「サービス接遇検定」、製菓クリエイ

トコースの「菓子製造技能士」、エステティシャンコースの「日本シニア検定」がある。 

 

【令和３年度資格取得状況（令和４年３月３１日現在）】 

学科またはコース名 資格名 受験者 合格者 合格率 

いけばな・花デザイン 
脇教授二級 14 14 100% 

フラワー装飾技能士 13 12 92.3% 

ブライダルプランナー 

BIA認定アソシエイトブライダルコーディネ

ーター 26 26 100% 

ブライダルコーディネート技能検定３級 20 13 65% 

フォーマルスペシャリスト準２級 21 21 100% 

パーソナルカラーコンサルタント３級 25 24 96% 

医療クラーク 

医療事務技能審査試験・医科 18 18 100% 

医師事務作業補助技能認定試験 18 18 100% 

診療報酬請求事務能力認定試験 14 １ 7.1% 

製菓クリエイト 

製菓衛生師試験受験資格 22 21 95.5％ 

製菓衛生師試験 17 12 70.56% 

パティスリーラッピング３級 7 7 100% 

トータルビューティー アロマコーディネーターライセンス 3 3 100% 
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ＪＮＥＣネイリスト技能検定３級 26 21 83.3% 

ＪＮＡジェルネイル技能検定初級 7 4 57.1％ 

サービス接遇検定 0 0 0％ 

エステティシャン 

日本シニア検定 0 0 0％ 

ＡＪＥＳＴＨＥ認定エステティシャン 0 0 0％ 

ＡＥＡ上級認定エステティシャン 6 5 83.3％ 

ＡＪＥＳＴＨＥ上級認定エステティシャン 6 5 83.3％ 

幼児保育 
幼稚園教諭二種免許（※） 56 43 76.8％ 

保育士登録資格（※） 56 49 87.5％ 

※受験者数の数は卒業生と同じ 

 

本学は、華道家元池坊を核とした伝統文化教育を体系的に行っている日本唯一の短期

大学として、華道を全学生の必修科目としており、学期末または卒業時に「華道免許状」

を取得することが可能である。華道免許状においては、「いけばなと現代生活」のⅠ～

Ⅳの４科目を１年次生前後期、２年次生前後期の４半期に配当し、その単位取得状況に

応じて、華道家元池坊免許を申請することができる。文化芸術学科・環境文化学科にお

いてはⅠ～Ⅲを必修、幼児保育学科においてはⅠ～Ⅱを必修としている。なお、いけば

な・花デザインコースでは、指定科目の単位修得でさらに上位の「脇教授二級（准華匡

監）」を申請することができる。華道免許状の取得には申請が必要なため、指定科目の

単位取得者が全員申請しているわけではない。担任や担当教員は積極的な履修を奨励し

ているが、同科目が必修科目か選択科目かによっても履修の状況が変わるため、学科・

コースによって免許状の取得割合が大きく異なる。 

 

【令和３年度卒業生の華道免許状取得状況】 

学科名 文化芸術 環境文化 幼児保育 

コース名 
いけばな・ 

花デザイン 

ブライダル 

プランナー 

医療 

クラーク 

製菓 

クリエイト 

トータル 

ビューティー 

エステ 

ティシャン 
― 

卒業者数 22 26 18 22 50 6 57 

Ⅰ：入門 13 25 15 17 47 6 41 

Ⅰ：初伝 14 25 15 17 47 6 42 

Ⅱ：中伝 13 25 13 16 47 6 41 

Ⅱ：皆伝 13 25 13 16 48 6 41 

Ⅲ：華掌 15 14 3 9 20 5 14 

Ⅳ：脇教授三級 14 3 1 5 13 2 11 

脇教授二級 14 ― ― ― ― ― ― 

 

また、茶道免許状においても、「茶の湯と伝統文化」Ⅰ～Ⅳの４科目を４半期に配当し、単位取
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得状況に応じて、表千家茶道免許または裏千家茶道免許を申請することができる。文化芸術学

科・環境文化学科においてはⅠ・Ⅱを必修、幼児保育学科においては全て選択としている。華道と

同様に、指定科目の単位取得者が全員申請しているわけではないが、こちらも学科・コースによっ

て免許状の取得割合が大きく異なるのが現状である。 

 

【令和３年度卒業生の茶道免許状取得状況】 

学科名 文化芸術 環境文化 幼児保育 

コース名 
いけばな・ 

花デザイン 

ブライダル 

プランナー 

医療 

クラーク 

製菓 

クリエイト 

トータル 

ビューティー 

エステ 

ティシャン 
― 

卒業者数 22 26 18 22 50 6 57 

表千家Ⅰ：入門 3 4 0 0 4 2 3 

表千家Ⅱ：習事 3 4 0 0 4 2 3 

表千家Ⅲ・Ⅳ：飾物 2 2 0 0 0 0 0 

裏千家Ⅰ・Ⅱ： 
入門・小習・茶箱点 

14 20 15 14 42 4 15 

裏千家Ⅲ：茶通箱 7 7 0 2 12 0 6 

裏千家Ⅳ：唐物 4 6 0 0 4 0 6 

裏千家Ⅳ：唐物  ４   ０  ０ ７  ８  ３ ９ 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－７ 学習成果の獲得状況を量的・質的データを用いて測定する

仕組みをもっている。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－７の現状＞   

本学では、現在、学習成果の獲得状況について、単位修得率、学位取得率、資格試験

や国家試験の合格率といったデータについて把握できている。また、ＧＰＡ分布（得点

に関する統計的分析）についても取り入れているが、学生による学習成果の把握を補助

するツールとして、各教育課程におけるルーブリックの作成やポートフォリオの活用は

未整備の状態である。 

学習面における学生調査や学生による自己評価については、ＦＤ委員会による授業ア

ンケートで実施するほか、各教員が担当の科目内で独自に評価を実施し、効果的な授業

内容の実施に反映をさせている。学生個人のデータとしては、短期大学基準協会の学生

調査への参加、卒業時に実施する学生生活満足度や進路満足度の調査を行っており、他

にも卒業生対象アンケート、学生の就職先への調査、大学編入率、在籍率、卒業率、就

職率等は、関係部門間で情報を共有し、学生の指導や教育課程の見直しに活用している。 

学生が学習成果を確実に理解できるよう「学生生活のしおり」、「シラバス（講義概要）」

に明記して伝達し説明に努めているが、学生個々に理解の差があることは否めない。冊

子の掲載内容は前年度の反省を活かして毎年改善を図っているが、学生が自己の学習成

果を明確に把握できるようにするため、ルーブリックの活用やポートフォリオの活用に
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ついても整備を進め、学習成果の「見える化」を進める必要がある。また、学生個々の

理解度を深化させるという点では、ガイダンスや授業内での周知徹底だけではなく、状

況に応じて担任との個人面談の中で指導を強化する必要がある。こうした学習成果の獲

得情況は、その一部について本学ウェブサイトで公表しているものの、より多角的な視

点から評価し公表したうえで、教育課程へ効果的にフィードバックしていくことは、引

き続き今後の課題である。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ａ－８ 学生の卒業後評価への取り組みを行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ａ－８ の現状＞ 

卒業生に対する就職先からの評価については、昨年度同様にＷＥＢアンケートにより

実施した。その結果を在学生の教育や学生指導に活用するため、学内会議体にて情報共

有および今後についての検討を行った。企業から得た情報については在学生にも共有し、

自分の適性を考えた上での主体的な判断で職業を選んでいけるよう、また不適切な職業

選択で早期離職することのないような支援を心がけている。 

卒業生に対してもＷＥＢアンケートを実施し、現在の状況等をヒアリングし教育活動

の改善につなげるよう学内に共有している。このようにして得た企業や卒業生からの声

は、各専門業界の最新動向を知ることのできる重要な情報として捉え、その内容をキャ

リア支援部が集約し教授会等で報告することで、現状の教育課程の成果の確認や、次年

度以降の教育課程策定の資料として活用している。 

他にも、卒業生を招いてのキャリア講演会を、１年次生後期の「基礎ゼミ」の授業内

で実施している。講師となる卒業生については、就業先企業や在学時の印象を元に在学

生のロールモデルとなるような人物を担任教員が選定している。在学生が興味を持つ職

種に就いているに先輩からの経験談は在学生にとって将来の自分をイメージしやすく、

また卒業生にとっても、母校に戻り在学生と接することが、就職当初の新鮮な気持ちを

思い出すことのできる良い機会となっていると考える。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ－Ａ 教育課程の課題＞ 

短期大学として、教養教育科目の必要性に対する学生の認識は十分といえず、建学の

精神やディプロマポリシーと絡めてさらに高めていかなくてはならない。専門教育科目

については、各学科・コースが専門とする業界の最新の人材ニーズに合致しているのか、

それに対応する資格・免許、つまり必要なスキルに妥当性があるのかを、学習成果のデ

ータを検証しながら検証していく必要がある。また、成績評価については、科目担当者

による評価基準に個人差が生じる危険性を孕んでいることから、教育の質の保証に向け

て統一的な基準を定めるべく、成績評価基準の公平性を図ることが今後の課題である。 

本学の建学の精神に基づいて策定した３ポリシーについては、これまでも①建学の精

神を踏まえているか、②学科・コースの教育内容にかなうか、③現代的要請にかなうか、

といった点を主眼に、定期的に点検している。今後も学内外に広く徹底周知できるよう、

各学科・コースの専門性を踏まえて、学科会議等において点検を怠らず、明確な表現を
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工夫し続ける必要がある。一方で、徹底周知する教職員側が内容を理解し、かつ自らの

言葉に消化して他者に伝達することができるようにすることは必須である。特に高校生

に対しては、この周知の徹底が、入学後における学びのミスマッチを減らして退学防止

を促し、ひいては２年間の学習の充実と完遂を導くものとなるからである。 

教育課程については、本学の教育目的・目標と学習成果に照らして合わせて、適切で

あるかについての検討を引き続き行っていく必要がある。特に、各学科・コースの専門

分野に対応する業界で、今日的に求められる人材やスキルを反映しながら、定期的に検

証と分析をしながら見直していく。学生の学習状況の把握と共有、成績評価基準の確認、

教育課程の問題点の洗い出し等、教育課程におけるＰＤＣＡサイクルを形成するために

有効な専任教員と非常勤教員との意見交換を、より積極的に実施していきたい。特に幼

児保育学科については、平成３１・令和１年度より施行された新教育課程に対応した教

職課程や保育士養成課程をスタートさせ３年目を迎えた。学科会等では、引き続き教育

内容充実の為の検討を重ねている。 

学生の就職先担当者や卒業生とのネットワーク構築による情報の入手は、本学の専門

性とマッチする企業との関係性を築いていくことになり、専門分野を活かした学生の就

職につながる。学習成果としての専門分野就職率アップは、各学科・コースの教育課程

の妥当性を客観的に証明することになると考えている。今後は情報の入手や活用の方法

について、キャリア支援部を中心に具体的な施策を打ち出していく。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ－Ａ 教育課程の特記事項＞ 

本学は共学校であるが、短期大学の特徴である女子学生数が多いこと、また現代社会

で多様化する女性の生き方は男性も学ぶべき社会問題であること等から、文化芸術学

科・環境文化学科の教養教育科目に「女性と社会」を、また環境文化学科共通科目に「し

ぐさの美学」を開講している。 

 本学は日本三大祭りの一つ祇園祭の中心である鉾町に位置する。そのため例年は、祇

園祭の宵々山と宵山（７月１５・１６日）の２日間に、祇園祭協賛の学園行事「花きら

きら」を開催し、学内を一般開放している。まず１年次生は、７月１２日に全員が浴衣

を着用して鶏鉾の曳き初めに参加している。また、花きらきら開催中には、クラスごと

に鉾に搭乗して鉾ごとの調度品や、近隣の個人宅で屏風飾りとして公開される美術品の

鑑賞など、祇園祭の文化的・歴史的な側面を直に学習する機会としている。学内では、

１・２年次生による華展や茶会等を開催し、祇園祭に訪れる市民や観光客に見学・参加

していただいている。他にも、厄除けの粽作りの手伝いや粽授与にも参加して、祇園祭

に関わる地元の方たちとの交流や体験を通して日本文化や伝統を学ぶ機会としている。     

特に華展では全学生がいけばな作品を出瓶しており、日頃の学びの成果を学内外多くの

方に披露する場として機能している。こうした学生の活動をサポートするため、教職員

は毎年「花きらきら委員会」を組織して、その準備や運営にあたっている。令和３年度

においては、コロナ禍であったものの鉾建てはおこなわれた。そのため鶏鉾保存会と協

議の上、鉾建て終了後、本来の曳き初めの日に、祇園祭を体験できていない２年次生を

対象に引綱を持っての写真撮影ができることとなった。 
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［テーマ 基準Ⅱ－Ｂ 学生支援］ 

 

［区分 基準Ⅱ－Ｂ－１ 学習成果の獲得に向けて教育資源を有効に活用している。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ｂ－１ の現状＞ 

 教員は、学位授与の方針や、各年度生の教育課程を策定する際に学科会議、教学ミー

ティングおよび教授会において議論を重ね、学習成果の獲得に向けて責任を果たしてい

る。各学科・コースのディプロマポリシーは「学生生活のしおり」に掲載されており、

教員は教育目的・目標に応じた各科目のシラバスを作成の上、それに基づいて授業を展

開している。教育課程に定めた各科目の成績評価基準は、学則および科目履修規程に定

められており、教員は、成績評価基準をシラバスに明記したうえで、定期試験、レポー

ト、小テスト、作品、授業への取り組み姿勢等から学習成果の獲得状況を評価している。

学生個々の成績は教務部の教務システムによりコンピュータで一元管理されており、教

員は、科目履修や単位修得状況を常時確認可能であり、適切に把握している。  

全学科のすべての開講科目について、学生による授業評価アンケートを前期・後期と

も授業の１４～１５回目に実施している。各授業内でアンケート調査を実施しているた

め、回収率は欠席者を除き１００％に近い。アンケート項目は平成２６（２０１４）年

度から、学生の授業への取り組みについての質問が３項目、教員の授業への進め方につ

いての質問が１０項目の合計１３項目で実施している。評価方法は、６段階で回答する

ものが１２項目、自由記述が１項目である。実施した授業評価アンケートは、科目ごと

に集計・分析したのち、各担当教員へ返却し、教員はそれぞれの結果を踏まえ「自己分

析表」を作成し、学生の評価を認識するとともに授業改善のために活用している。ＦＤ

委員会がその活動の一環として主導して、授業評価アンケートに対する「自己分析表」

の提出を義務化している。実施したアンケートの集計結果、および各担当者の作成した

「自己分析表」は、科目形態別、学年、学科別、各科目別に本学のウェブサイト上にて

公開している。学生からの評価で個別に対応が必要な点については、各学科長が担当教

員への聴き取りや助言も行っている。ＦＤ活動としては、授業評価アンケートのほか、

授業見学や教員研修会等を通じて授業改善に取り組んでいる。授業評価アンケート以外

のＦＤ活動については、Ⅲ－Ａ－２で報告する。 

教員は、授業内容について、授業科目を担当する専任教員、非常勤教員および教学部

職員で懇談会を定期的に実施し、授業の運営、成績評価および関連事項等について、担

当者間での意思疎通、協力・調整、学生の学習状況の把握・共有を図る機会としている。

具体的には、全学科共通の必修である「いけばなと現代生活」を担当する華道担当教員

による「華道教員懇談会」、文化芸術学科・環境文化学科で必修の「茶の湯と伝統文化」

を担当する茶道担当教員による「茶道教員懇談会」、各コースの専門教育科目を担当す

る教員による「医療クラークコース教員懇談会」、「製菓クリエイトコース教員懇談会」、

「エステティシャンコース教員懇談会」、幼児保育学科の音楽担当教員による「幼児保

育学科音楽担当教員懇談会」を定期的に実施している。他にも、学科会議や個別のミー

ティング、実習委員会等において情報を共有し、各担当科目や、関連科目における教育

目的・目標の達成状況を把握・評価している。また、毎年「学生生活のしおり」、「シラ
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バス（講義概要）」とともに、両冊子の概要をまとめた「出講ガイド」を作成している。

出講ガイドには各教室の座席数やＯＡ機器等の設置状況一覧や使用方法等も解説され

ており、本学で教鞭をとる専任教員および非常勤教員に対し、スムーズな授業運営を支

援するガイドブックとして活用されている。１年次生対象の基礎ゼミでは学科・コース

を横断する合同授業も実施されるため、教員間で講義内容についての意思疎通、協力・

調整を図っている。 

学生の履修および卒業に至る過程では、１年次後期、２年次前期・後期の開始時に、

各学科・コースの担任教員が各学生の成績や出席状況等のデータを利用して、単位取得

状況を把握した上で履修登録を指導し、教学部職員もこれをサポートしている。また、

学校生活や日常生活全般に関して、適宜個別面談を設け、卒業に至るまで助言・指導を

行っている。学生の単位授与や資格・免許の取得状況、就職活動状況、欠席の多い学生

に対する対応等の問題については、学科会議を毎月開催して情報共有を図り、担任を中

心に学科・コース内で連携して手厚い指導を行っている。これらの情報は教学ミーティ

ングにおいて教学部・キャリア支援部等と共有し、小規模校のメリットを活かして、教

職員が学生個々の状況に柔軟に対応しながら丁寧な指導を行っている。 

全学科ともに学生は、初年次教育科目として１年次生で「基礎ゼミ」を履修する。基

礎ゼミは指導の観点から専門課程の教員を科目担当として、大学での学びや学科・コー

スの学びの理解を促し、将来の進路等も視野に入れながら授業運営を行っている。また

担当教員は担任として、新入生オリエンテーションの履修登録指導や、学期ごとの成績

発表、学生個別の履修科目や成績、出席状況、面談・相談記録の資料を保管する等、他

の科目担当者との情報共有を行いながら、積極的に学習成果の状況の把握に努めている。

２年次生は「専門ゼミ」において、基礎ゼミと同様に科目担当教員が担任の役割を担い、

学習成果の状況を把握している。幼児保育学科は令和３年度に６期生として入学者を迎

えた。保育士資格・幼稚園教諭二種免許の取得に必要な実習は非常に多く、１年次の１

２月からスタートし２年次の秋まで断続的に続く。円滑な実習実施には、実習先確保を

はじめとした包括的支援体制が必要となるため、保育・教育実習の支援を目的とした「幼

児保育学生支援室」を設置し、実習担当教員と支援室職員を中心に実習に関する業務を

おこなっている他、実習は就職との関係性も深いため、就職の支援も行っている。こう

した支援体制の充実は欠かせず、今後は全体的な学生支援・実習支援という観点からの

業務の見直しや検討も必要となる。 

事務職員は、学生に配付する冊子「学生生活のしおり」、「シラバス」を所持し、こ

こに記載されている各学科・コースのディプロマポリシー、教育目的・目標に応じた各

科目のシラバス内容を確認している。教育課程に定めた各科目の成績評価基準は、「学

則」および「科目履修規程」に定められており、シラバスに明記された成績評価基準を

基に、学習成果の獲得状況が適正に評価されていることを、単位認定試験の実施および

成績評価の管理を通じて確認している。また、学習成果は成績評価だけでなく、各教育

課程と連動した資格・免許の獲得状況についても、職務を通じて確認している。資格・

免許取得に関しては事務取扱窓口として、その申請や認定試験受験のための手続き等、

資格・免許取得に向けた事務的な学生支援を行っている。 

事務職員は、学生の成績評価や資格・免許取得状況を総括的に把握することで、教育
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目的・目標が適切に達成できているかを確認している。さらに、共有認識が必要な授業

科目については、担当する専任教員、非常勤教員および教学部職員による懇談会を定期

的に開催し、授業の運営、成績評価、学生の学習状況、その他関連事項について、意思

疎通や協力・調整を図る機会を設けている。 

事務職員が学生に履修や単位、資格・免許取得、卒業等に係わる説明を行う際も、「学

生生活のしおり」、「シラバス」を基に行い、履修や卒業に係わる支援を行っている。

また、学生個々の成績は教務情報システムによりコンピュータで一元管理しており、印

刷した成績原簿等も文書規程に従い適切に保存管理を行っている。これにより、学生の

履修や卒業要件に係わる情報は即時に確認することが可能であり、履修登録や単位認定

試験の際には、単位の履修や獲得状況に問題がないかを学生個々に把握し、その情報を

教員と共有することで学生指導に役立てている。 

近年の小規模な短期大学では、図書館に専任の事務職員を置けない状況にある。本学

においても現在、２人の教員が図書館業務を兼務しており、教員の図書館長とともに学

生の学習向上の支援にあたっている。図書館長は適宜業務連絡会議や年４回の図書館運

営委員会を開催して、業務の把握と問題点の共有、図書館サービスの充実に努めている。 

具体的には、４月の新入生オリエンテーションにおける図書館利用の案内に始まり、

日常的な図書館活用のサポートの他、本年度より「図書館だより」を月に 1 回発刊し、

ホームページ上にアップしている。近年、学生の図書離れがみられることから、本に関

わる学内の授業や成果の内容を「図書館だより」で紹介する等、図書館の活用促進のた

めに授業との連携を深めている。また「図書館だより」では、教員の推薦文を添えて新

着図書を紹介し、学生が図書に親しめるように情報発信をおこなっている。館内では、

華道と関連の深い茶道・香道などの日本文化や歳時記、祇園祭に代表される京都の行事

など、季節ごとにテーマを決めて、随時本の展示をおこなっている。さらに、キャリア

関連書籍、各種資格取得支援テキストの配架と共に、学内掲示板での新着図書案内を行

うなど、幅広く学生の学習への興味と意欲を喚起し、利便性に資するよう取り組んでい

る。学生が希望する図書はリクエストにより受付け、それ以外については基本的に月１

回学科・コースの教員が選書して図書を購入している。平成２８年度より図書管理の新

システムが導入され、同時にＮｉｉへの加盟も行われた。このシステム導入により、図

書検索と利用の利便性は大いに高まった。本年度より図書館ＯＰＡＣのＵＲＬをＱＲコ

ード化して「図書館だより」において周知し、書籍検索の一層の利便性向上を図ってい

る。 

近年ではスマートフォンの普及により若者のコンピュータ離れが進行しており、学生

の情報機器利用におけるスキルやモラルの修得は喫緊の課題である。こうした認識に基

づき、情報リテラシー教育を目的とする「情報処理演習」の科目を１年次で設置してい

るほか、レポート作成や情報収集において、学内に設置されたコンピュータやインター

ネットの活用を促進している。学内では、コンピュータ演習教室の７１教室に合計３２

台（教卓の１台を含む）のコンピュータを設置しており、授業運営に活用されている。

また、学生が自由に使用できるコンピュータを図書館内に１２台、さらに図書館奥の進

路サポートルームに５台設置し、これらにはインターネットに接続できる学内ＬＡＮが

構築されている。学生には自習場所として提供し、授業内や各種ガイダンスで利用を促
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している。 

また、教職員はそれぞれの専門に応じて自らコンピュータ活用と技術向上に努め、特

にコロナ禍において、同時配信授業、オンデマンド授業等の遠隔授業の実施に際し、コ

ンピュータを積極的に活用している。大学運営においては、学内ＬＡＮを通じて各部署

がファイルサーバにアクセスできる環境が整えられており、グループウェア（電子メー

ル、掲示板システム、スケジュール管理等を含む）を用いて各学科、各種委員会、部署

別等のカテゴリー別に整備された情報にアクセスして、情報共有や合意形成に役立てて

いる。事務職員に関しても、それぞれの部署での業務内容にはコンピュータが不可欠と

なっており、関連知識や技術の向上に努めている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ｂ－２ 学習成果の獲得に向けて学習支援を組織的に行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ｂ－２ の現状＞ 

本学では、総合型選抜（ＡＯ）や学校推薦型選抜（指定校）による入学者が大半を占

めることから、入学前教育として全ての入学手続者を対象に、「入学に備えた自習課題」

を課し、３月下旬には「入学に備えた本学での学び」として学内でのガイダンスを実施

している。本学の教育理念から入学式の予行演習および学科・コースの教育内容まで、

新年度からの学生生活がスムーズに開始できるよう配慮している。ガイダンスは、コロ

ナ禍により令和２年度入学手続者には実施できなかったが、令和３年度入学手続者には

時間や場所を分散して開催し、令和４年度入学手続者も同様に開催した。また２年続け

て実施できなかった幼児保育学科の「入学前ピアノ指導」も、令和４年度入学手続者に

おいては、感染対策を施した上で実施することができ、ピアノ技術に不安を持つ入学手

続者に個別のフォローを行った。 

入学者に対しては、まず入学式での華道池坊の花伝書朗読や礼式生けの披露、また六

角堂参拝により、華道に基づく「和と美」を建学の精神とする本学で学ぶことの意義と

自覚を認識し、帰属意識を形成する機会を設けている。なお、専用バスで入学者全員と

教職員が大阪府太子町の小野妹子廟を参拝するフレッシュマンキャンプは、コロナ禍で

２年続けて中止とした。次に、授業開始までの日程で新入生オリエンテーションを実施

し、学生生活に関しての様々なガイダンスを行っている。職員による履修科目の登録方

法の説明や、担任教員による教育目的を踏まえた科目選択の方法の説明、他にも奨学金

や健康管理、課外活動まで、３日間をかけて細かに行っている。特にコロナ禍において

は、全新入生が一堂に会することが困難になったことから、動画配信を採り入れるなど、

学生の理解を深めるために教職員が工夫を凝らしながら新たな形で実施した。 

各学期開始前のオリエンテーションでは、担任教員の指導のもと、履修科目の単位数

や修得状況を学生に確認・把握させ、科目履修の登録・追加・変更を通じて、今後の学

習成果の獲得に向けた動機付けを指導している。２年次生ではより専門的・発展的な科

目が設置されており、専門分野への就職を想定した選択科目の履修も必要となる。その

ため履修指導では学生個々の単位取得状況や志望する専門分野に応じて、個別にカスタ

マイズした指導を行っている。各科目においては、授業開始から１週間の初回授業はガ
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イダンスを含む内容で行い、選択科目の履修を変更できる「履修登録変更期間」を設け

ている。科目の目的、到達目標、単位認定の基準・方法、関連資格等を科目担当教員が

説明し、学習の動機付けを行っている。 

学習成果の獲得を支援するツールとして、毎年「学生生活のしおり」、「シラバス（講

義概要）」を製本し、全学生に配付している。またシラバスは、教務情報システムと連

動してウェブサイトでの閲覧も可能である。新入生オリエンテーションで実施するガイ

ダンスでは、この「学生生活のしおり」と「シラバス（講義概要）」を使用して説明し

ている。履修については教養教育科目と専門教育科目、必修科目と選択科目、講義・演

習・実習科目の違い等の基本事項はもとより、シラバスに記載されている内容の見方か

ら活用方法まで詳しく説明することで、ディプロマポリシーとの関連性を含め、２年間

の系統立てた学びを学生がイメージしやすいよう工夫している。シラバスには「到達目

標」や関連する「ディプロマポリシー」、学生生活のしおりには「カリキュラムマップ」

や「科目ナンバリング」を記載することで、学習成果の獲得を様々な側面から分かりや

すく明示している。 

本学は専門分野に特化した短期大学であり、入学してくる学生には基礎学力が不足す

る学生も少なくない。このため文化芸術学科・環境文化学科では、１年次生前期は、短

大での学習の根幹となる文章を読む力・書く力を養成する「リーディング＆ライティン

グスキル」を必修科目として設置している。幼児保育学科においては、専門教育科目の

中で文章を読む力・書く力を養成する科目を設置している。また、全学科ともに１年次

生で「基礎ゼミ」を設置し、短大での学びの基礎を各学科・コースの専門性と関連させ

て学習する科目としている。本学には技能の向上が必要となる演習・実習科目が数多く

設置されており、習得が遅れている学生には、専任教員が課外で個別の指導にあたって

いる。 

本学は専任教員による担任制をとり、日常的に担任教員が学習上の悩み等の相談に乗

り、必要に応じて学科長や事務職員と連携を図っている。専任教員は、学習上の相談が

できる時間として出勤日の中で１週間に２コマ以上の「オフィスアワー」を設け、指導

や助言を行う体制を整えているが、それ以外の時間でもできる限り学生対応ができるよ

う努めている。非常勤教員については、控室が教学部のある事務室奥に位置し、授業の

前後に必ず教学部の前を通過するため、欠席状況、授業運営の問題等、タイムリーに連

絡を取り合うことができる。非常勤教員から得た情報は教学部を通じて迅速に学科・コ

ース責任者や担任と共有し、状況に応じて学生と直接連絡をとる体制を整えている。 

学習進度の速い学生については、資格・免許の積極的な取得や学外機関による単位互

換制度の利用を奨励している。資格・免許の取得については、各学科・コースの専門分

野においての学習成果の一つと考えている（基準Ⅱ－Ａ－６参照）が、在学中あるいは

入学以前に取得した本学指定の資格・免許については、資格レベルに応じて１単位また

は２単位を認定し、学習成果を評価している。約４５校の大学・短大が参加する大学コ

ンソーシアム京都の単位互換制度については、新入生オリエンテーションで案内してい

るが、本学での２年間の専門的学習に加えて利用するには時間的制約が多く、履修学生

は例年ほとんどいないのが現状である。 
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【令和３年度 資格取得に関する単位認定状況】 

資格名 認定レベル 前期認定数 後期認定数 

秘書技能検定 ２級 １ ― 

実用英語技能検定 ２級 １ ― 

サービス接遇検定 ２級 ― １３ 

フォーマルスペシャリスト ブロンズ ― ２１ 

アロマコーディネーターライセンス ― ― ３ 

ネイリスト技能検定 ３級 １６ ５ 

 

成績優秀者に対しては具体的な形で積極的に配慮する必要があるとの考えのもと、

「池坊短期大学奨励制度」を設け、１年次の終了時において、各学科・コースの人物・

学業とも最も優秀な学生を表彰し、さらなる学力向上を奨励している。さらに、卒業式

において各学科から２年間の成績優秀者１人を表彰し、表彰状と副賞を授与している。

学生が自主的に学外で受験した資格の合否結果については、今後も受験生のできる限り

の把握と受験の奨励、対策講座実施による支援等を継続していく。また図書館を、学生

の自習場所として提供するほか、館内にインターネットやオフィス系ソフトウエアが利

用可能なコンピュータ１２台を備えており、レポート課題の作成や課外活動に利用でき

る。コロナ禍を機に学内の無線ＬＡＮ環境を拡張整備することで、ＩＣＴを利用した学

習環境も改善している。 

 留学生の受け入れとしては、令和２年度から留学生のための入試制度や学費減免制度

を設け、これまで以上に受け入れ体制を整備した。また、令和２年度に京都市の留学生

誘致事業「京（みやこ）グローバル大学促進事業」に選定され、４年間の補助金交付を

受けることとなった。しかしその後に、コロナ禍の影響で広報活動の縮小を余儀なくさ

れ、入学者は令和２年度が１６人に対し、令和３年度は９人となった。留学生の派遣に

ついても、２年間という限られた期間で専門分野の学習を行うことを優先し、学生に積

極的な推奨を行っていないが、令和４年度に開設の国際経営情報コースでは、短期留学

も視野に入れた教育課程を予定している。 

例年、後期のオリエンテーションを利用して、大学・短期大学基準協会が実施する「短

期大学生調査」に全学生を対象として参加している。また卒業時には本学独自の「学生

生活満足度調査」を実施している。こうした調査で得た結果については、本学の学習支

援に対する学生の実質的な評価のひとつと考え、次年度以降の改善へとつなげることが

できるよう教授会をはじめ各会議体で報告し、学習支援の点検を行っている。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ｂ－３ 学習成果の獲得に向けて学生の生活支援を組織的に行って

いる。］ 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ｂ－３ の現状＞ 

本学はこれまで、学生の教育・学習の支援を行う教務部と学生生活支援や進路支援を
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行う学生支援部（保健室および幼児保育学生支援室を含む）の体制であったが、令和２

年度に大きな組織改編を行った。学生の教育・学習の支援と学生生活支援をワンストッ

プで行う教学部（保健室および幼児保育学生支援室を含む）と卒業生を含む進路支援を

行うキャリア支援部に改編され、キャリア支援部は場所を洗心館３階図書館内に移動し

た。このため学生の生活支援の教職員組織として、教学部が学生指導・厚生補導等の業

務を行い、幼児保育学生支援室は幼児保育学科の学生に対し実習および就職のサポート

を行っている。教学部は教員部長と事務職員および保健室職員で構成され、さらに週２

日は学外カウンセラー１人が学生サポートルームに在室している。各学科・コースは少

人数クラスでの担任教員制を敷き、学生に対して日常的にきめ細かい指導を行っている。

学生からの個別相談は学生生活、友人関係、将来への悩み等多岐に渡り、身近な相談相

手として、担任教員を中心とした教職員が大きな役割を担っている。こうした相談の内

容については、個人情報に配慮しながら、必要に応じてカウンセラーや学生の保護者を

巻き込んだ学生指導を行っており、幼児保育学科では幼児保育学生支援室も保育・教育

実習や就職に関する学生からの相談窓口となっている。学生が充実した学生生活を送れ

るよう、大学生活全般における様々な問題点や課題について、教職員が情報共有を図り

ながら連携・連動して多方面からの学生サポート業務を行うため、令和３年度には「学

生支援委員会」を組織した。昨年度は組織改編とコロナ禍が重なり、積極的な支援が進

まなかったが、今後はこの委員会が中心となってチーム体制によるワンストップの支援

を進めていく。 

学生が主体的に参画する活動については、学生が自主的かつ組織的に行動できるよう

学生会執行部が中心となり、立案および運営を行うとともに、定期的に打ち合わせを行

うことで組織としての友好や連携の強化を図っている。学生会が関係する行事としては、

フレッシュマンキャンプ、学生会総会、花きらきら（祇園祭協賛）、クラブ・同好会活

動、大学祭、卒業パーティ等があり、学生が主体的に活動できるよう、教職員による支

援体制を整備している。クラブ活動には華道部、茶道部、邦楽部、軽音楽部、スイーツ

技術研究部、ハンドメイド部、その他同好会がある。学生会からは各クラブに対し、所

属人数・活動計画に応じて助成金を支給している。全てのクラブ、同好会には専任教職

員を顧問としており、クラブについてはさらに指導者を置いて活動を行っている。しか

し、学生会およびクラブ活動について、令和２年度・令和３年度においてはコロナ禍の

影響からほとんど全ての活動が停止してしまった。それでも１１月の大学祭は、学生会

と教職員が工夫し協力しながら、飲食や多人数の密集を伴わない縮小型で開催した。次

年度以降のコロナ禍が終息した後に、一旦途切れて引き継げなくなった学生会およびク

ラブ・同好会の活動をどのように再開するかは大きな課題である。 

キャンパス・アメニティとしては、学生用ラウンジを設けて学生の休憩・談話の場と

している。他にも学生が休憩できるよう、美心館各階にテーブルとソファーを設置して

いる。また、正門を入ってすぐの欅の大木がある広場「コートるり」には、テーブルや

ベンチを設置し、屋外で休憩できる場所としている。しかしコロナ禍においては、収容

数の削減やパーテーション設置、談話場所の利用制限等、快適性よりも学生の健康の安

全・安心を第一優先とする状態にせざるを得ない環境となった。長らく学生からの希望

が多かった学生食堂については、室町門入口地下に学生食堂を兼ねた飲食店「The 
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Terrace of Kyoto」が令和２年１２月にオープンし、学生が優待料金で利用できるよう

配慮している。 

学生の宿舎について、本学は学生寮を設けていないが、賃貸物件探しを希望する学生

に、提携する仲介業者を紹介することで対応している。本学周辺には多数の民間不動産

業者も店舗営業しているため、学生が直接利用することも多い。下宿生の多くは京都市

の中心に位置する本学のロケーションと、日常的な生活上のニーズから、通学に便利な

近隣のワンルームマンションを借りている。 

通学については、本学が通学に至便なロケーションにあり、公共交通機関を利用する

ことで支障なく通学することができる。繁華街に近くキャンパスも狭いことから自動

車・バイクによる通学は禁止としているが、学内に自転車約６０台が収容可能な駐輪場

を設置しており、自転車保険への加入を条件とした登録制で学生は利用できる。 

学生への経済的支援としては、学内外の奨学金の相談および手続き窓口として教学部

が対応している。日本学生支援機構の奨学金がその中心であるが、令和２年度から新た

に「国の修学支援新制度」が開始され、在籍学生の２割程度がこの制度を利用している。

制度運用により業務が煩雑となることから、貸与・給付の奨学金は教学部が窓口である

が、学費減免については総務部が窓口となり、学生の利用に支障がないよう部署間の情

報共有を行っている。「国の修学支援新制度」を円滑に有効利用するため、学内奨学金

制度である「池坊短期大学緊急奨学金制度（家計急変時）」、「池坊短期大学奨学金制度

（授業料減免奨学金・給付型）」は一旦休止している。他にも「池坊短期大学家庭科技

術検定奨学金」、「提携高等学校卒業生奨学金」がある。 

学生の健康管理のために保健室を設け看護師１人が常駐し、体調不良や負傷した学生

の応急処置にあたる体制としている。毎年４月のオリエンテーション期間中に、本学園

の産業医である四条診療所と連携して全学生対象の健康診断を実施し、欠席者および再

検査対象者には保健室から受診指導を行っている。特にコロナ禍においては、消毒液、

サーモグラフィーカメラ、パーテーションの設置、感染防止対策指導等、これまでにな

い健康管理の体制を整備してきた。また、専門的な知識を必要とする心理的な悩み、メ

ンタルヘルス・ケアやカウンセリングについては、「学生サポートルーム」を設けて、

カウンセラー（臨床心理士)による対応が可能な体制を整え、学生自らが解決に向けて

歩み出せるよう支援している。カウンセラーは、毎週火・木曜日の１０時から１７時ま

で学生サポートルームに勤務し、予約制による相談を受け付けており、事前に学生から

希望がある場合には可能な限り相談の機会が増えるよう調整している。また、保健室横

には「ほっこり部屋」を設け、疲れた学生が静かにゆっくり過ごすことができる環境を

整えているが、コロナ禍に伴い使用を見合わせている。学生の学習・生活指導は、学生

と日々接し個人の抱える問題点を把握できる立場にある担任教員が中心となって行っ

ている。但し、教職員が個人で抱えたままでは解決しない問題が増加傾向にあり、本年

度に組織化した「学生支援委員会」がチーム体制で対応できるよう整備した。 

学生の生活状況を把握するために、ＳＤ活動の一環として平成１７年度以降は毎年秋

頃に「学生生活に関するアンケート」を実施してきた。設問は窓口対応や学内施設、資

格取得、進路に関して等多岐に渡り、学生生活支援の改善に役立ててきた。その後、「学

生生活満足度調査」として卒業時に実施する形式に変更し、２年間の学生生活を総合的
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に振り返って評価してもらい、学生の満足度向上を図るための根拠資料として活かすこ

とができるようにした。また令和元年度以降は、大学・短期大学基準協会が実施する「短

期大学生調査」にも参加し、全国と比較した本学特有の状況について確認できるように

した。こうした調査結果を分析し、教授会をはじめとする会議体や部署に共有すること

で、さらなる学生満足度向上に活用している。 

留学生支援については、学則第１７条第３項の規定に基づき、外国人留学生の科目履

修上の特例に関する規程を設けている。また、令和２年度より留学生の積極的な受け入

れを行っていることから、日本語科目担当の専任教員と非常勤教員を採用し、教学部に

は留学生担当職員を置いている。令和３年度には、これらを組織的に対応するため「国

際連携担当者会議」を立ち上げ、チームで情報共有しながら支援する体制を整備した。 

社会人学生に対しては、これまで社会人入学する学生がほとんどいなかったことから、

特別な学習支援体制は設置していないが、入学後に学習面、生活面での問題が生じた際

には、担任教員が窓口となって問題の早期解決を図っている。令和２年度からは幼児保

育学科において、京都府の「離職者等再就職訓練事業【長期高度人材育成コース（保育

士養成科）】」に応募し、保育士資格取得を前提とした社会人を受け入れている。受け入

れにあたっては、京都高等技術専門校と連携して定期的な報告の必要があるため、教学

部に事務担当１人を置いて対応している。 

障がい者への支援体制としては、学内規程を整備した上で、入学試験の志願段階で配

布する入学試験要項にも、個別配慮措置について明記している。また、本人や保護者か

ら担任教員または教学部への申請（合理的配慮の申し出）があった場合には、双方によ

る協議内容に基づき、各科目の履修登録後、科目担当者へ配慮すべき障がいの実情につ

いて理解と支援を依頼している。令和３年度には「学生支援委員会」が整備され、委員

会がこうした学生をチームとして組織的に支援できるようにした。 

長期履修生については、学則第１０条に定める修業年限を超え３年以上６年以内の長

期に渡る授業科目の履修を目的とする入学志望者に、選考の上入学を許可することを学

則第５３条に定めている。さらに「池坊短期大学長期履修学生規程」として詳細を規定

し、長期履修生受け入れの体制を整えている。 

学生が社会的活動（地域活動、地域貢献、ボランティア活動等）に参加することにつ

いて、本学では教職員が協力しながら前向きに支援している。但し、それを具体的に測

定する形での積極的な評価には至っていない。本学が長期的に参加を支援している学生

の社会的活動には、日本三大祭のひとつ「祇園祭」の関連行事があり、鶏鉾の曳き初め

等の行事に参加したり、祇園祭協賛の学園行事「花きらきら」で花展や茶会等を開催し

たりと、近隣地域との交流を深めるようにしている。この他にも、クラブや有志学生に

よる京都府や京都市主催によるイベントへのいけばな作品の出瓶や、幼児保育学科学生

による子ども関連イベントへの参加等、年間を通じて地域の様々な活動に参加し貢献し

ている。しかしこれらも、令和２年度・令和３年度においてはコロナ禍により、多くの

イベントが中止となり、参加することができなかった。 

 

 

［区分 基準Ⅱ－Ｂ－４ 進路支援を行っている。］ 



池坊短期大学 

44 

 

 

＜区分 基準Ⅱ－Ｂ－４ の現状＞ 

学生への就職支援として、就職に関する学生への指導・助言および相談業務は担任教

員とキャリア支援部が連携する形で行っている。また、幼児保育学科は幼児保育学生支

援室が実習、就職を含めた学生生活全般の支援を行っている。 

担任教員とキャリア支援部は学生指導の進捗情報を随時共有し、学生個々に適した卒

業後の進路の決定をサポートするように努めている。学科・コースの専門性に沿った就

職先以外でも、教職員の連携により学生の希望に合わせての就職サポートが行える点が

本学の特長である。学生が、入学後にできるだけ早い時期から就職相談に入りやすい環

境を構築するため、新入生オリエンテーション内でキャリア支援部の役割を全学生に説

明し、利用の意識づけと促進を図っている。同時期に保護者ガイダンスをオンラインで

実施し、就職活動のサポート体制に重点を置いて説明している。また、就職活動に関す

る保護者相談窓口の案内として、キャリア支援部の紹介も郵送している。こうした取り

組みにより、卒業後進路に関するアンケートでも、担任教員およびキャリア支援部によ

るサポートについては満足度が高く、教職員によるきめ細かいサポートを学生から求め

られていることが実証されている。 

キャリア支援部は他事務室とは独立したスペース（約５６㎡の広さ）を確保している。

室内には学生が使用可能なコンピュータ４台とプリンタ１台を設置し、ＷＥＢサイトか

らのエントリーや、企業情報の収集等に利用されている。その他、就職関係の資料、就

職試験についての参考図書を取り揃え、職員との相談コーナーも設置し、就職活動をす

る２年次生中心に積極的に活用されている。 

また、コロナ禍や昨今の社会情勢で、企業が選考フェーズでオンライン説明会や面接

を導入することが増えてきたことを踏まえ、部内にタブレットやＷｉ-Ｆｉ環境を整備

し、自宅でＷＥＢ就職活動ができない学生への支援を充実させている。 

各学科・コースの専門分野に関連する資格・免許の取得支援はもちろんのこと、１年

次生から就職ガイダンスを実施し、早期から就職活動についての意識づけや動機づけを

行うことで、準備を整えた上で就職活動がスタートできるよう指導している。 

【令和３年度の主な就職ガイダンス】 

年次 時期 ガイダンス内容 

１年次生 

９月 
ＯＧ・ＯＢ講演会（ゼミ授業内） 
履歴書写真撮影会 

１０月 
文章作成講座 
履歴書作成講座（ゼミ授業内） 

１１月 
履歴書作成講座（ゼミ授業内） 
ゼミ別就活講座 

１２月 
学内キャリアセミナー 
ゼミ別就活講座 
履歴書写真撮影会 

１月 ゼミ別就活講座 

２月 京都府企業学内キャリアセミナー 
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２年次生 

５月 個別面談 

９月 三者面談 

１０月 未内定者個別面談 

１２月 ハローワーク出張窓口開設 

 

就職内定状況については随時教職員に情報共有を行い、学生指導のミスリードの削減

や、より的確な就職指導の実現を図っている。主要な企業についてはオンラインも併用

した学内企業説明会の誘致等により企業担当者との関係性の強化を図るとともに、採用

計画、企業説明会、インターンシップ等の最新情報を学生にフィードバックしている。 

こうした就職支援により、本学学生の主要就職先であるサービス業界の新卒採用状況

が未だ完全回復しない中でも、令和３年度卒業生の就職率は９８．７％となり昨年度以

上の数字を確保することができた。 

また令和３年度は京都府キャリア教育支援事業に採用されたことを受け、府内企業を

誘致して１年次生対象のキャリアセミナーも実施し、京都就職へのサポートを行った。 

進学に対する支援として、本学卒業後にさらに学びたいと考える学生に対し４年制大

学の編入学情報を、指定校推薦と一般の募集に分けて掲示連絡し資料の提供を行ってい

る。希望学生一人ひとりに個別の進路面談を行い、就職支援同様に小規模短期大学なら

ではの細やかな進学支援を実施している。また、担任教員やキャリア支援部職員による

志望理由書添削や面接試験対策等の受験指導を行い、編入学のためのサポートを行って

いる。令和３年度の指定校推薦による編入学協定校数は２０校であった。指定校推薦は、

学生本人からの申請で学内選考基準に基づいて、教授会で承認の後に学長の許可により

出願を認めている。令和３年度では下表のとおり４人が出願し、合格後進学している。

また、指定校推薦以外にも３人が編入学となり、指定校推薦編入学と併せると過去最多

の合計７人が４年制大学へ進学した。留学に対する支援に関しては、希望者がいないた

め特に積極的に行なっていない。 

 

【令和３年度 ４年制大学編入学の状況】 

大学  受験者 合格者 

大谷大学 指定校 ２人 ２人 

京都産業大学 指定校 1人 1人 

平安女学院大学 指定校 1人 1人 

帝塚山大学 一般 1人 1人 

佛教大学 通信 1人 1人 

京都芸術大学 通信 1人 1人 
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＜テーマ 基準Ⅱ－Ｂ 学生支援の課題＞ 

本学は、日本の伝統文化である華道における「和と美」という、一般的には理解が難

しい教育理念を教育課程におとし込んでいることから、学生全員が日々の授業の中でそ

れを意識して取り組んでいるとは言い難い面があり、教育の目的・目標に基づいた学習

成果を現代の学生にもより分かりやすく明示することは継続した課題である。 

学習成果を学生が確実に理解できるよう「学生生活のしおり」、「シラバス（講義概要）」

に明記して伝達しているが、学生個々に理解の差があることは否めない。冊子の掲載内

容は前年度の反省や文部科学省の指針をもとに毎年改善を図っているが、学生が自己の

学習成果を明確に把握できるようにするため、さらなる改善が求められる。学習成果の

把握を補助するツールとして、各教育課程におけるルーブリックの作成やポートフォリ

オの利用は、本学では未整備の状態であり、今後の全学的な検討が必要である。学生個々

の理解度を深化させるという点では、ガイダンスや授業内での周知徹底だけではなく、

状況に応じて担任との個人面談の中で指導しているが、担任個人の力量に頼っている面

もある。 

入学から卒業に至る在学期間およびその前後も含めた学生の支援については、令和２

年度の職員組織の改編に伴い、教職員が一体となって行うチーム体制を整備し、令和３

年度には「学生支援委員会」を発足した。チームによる支援体制によって、学生情報を

把握・共有しながら対応事例を蓄積し整理していくことで、より的確な学生支援を行う

ことができると考えている。メンタルヘルスの問題を抱える者を含む障がい学生の支援

については、学生支援委員会で各部門間の情報共有を適宜行うことで、合理的な配慮が

できるよう対応している。教職員がチームによる支援をすることで、今後はより効果的

で均一化された支援や対応を実現できると考えている。カウンセラーは積極的に学生と

接する機会を増やし、気軽に相談できる雰囲気作りに取り組んでいるが、学生支援委員

会との連携についても整理が必要である。また、コロナ禍による学生のメンタルヘルス・

ケアについても、新たな課題として念頭に置いた支援が必要となっている。コロナ禍に

関連しては他にも、一旦途絶えた学校行事や課外活動の立て直しが急務となることが想

定される。２年間しかない短大生にとって、行事や課外活動が２年間も停止することは

次代への引き継ぎが途絶えることを意味する。アフターコロナにおける学生生活は、学

習面以外においても教職員の十分な支援が必要であると考えている。 

キャンパス・アメニティについては、学生からの要望を聴取しながら必要性や緊急度

による対応を行っている。学生の要望が多い学生食堂については、令和２年１２月にオ

ープンした「The Terrace of Kyoto」がその役割を担うことが可能か今後も確認する必

要がある。 

図書館やコンピュータ等の施設設備は、本学では規模や機能面において必ずしも最新

かつ高性能なレベルで提供できるわけではない。本学の教育課程を支え、より良い学習

環境を提供できる教育資源を見極めながら、学生に還元できるよう整備していくことが

継続課題である。以前は学内にＬＡＮ環境が十分に整っていなかったが、無線ＬＡＮを

平成３１・令和１年度に一部の施設に整備し、さらに令和２年度には国や京都府・京都

市などの補助金を利用して、学内の大部分に拡大整備することができた。また、パソコ

ンやタブレット端末なども追加整備している。こうした学習環境の整備で、オンライン
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によって遠隔授業や課題・レポートの提出が可能となったが、今後これをどう効果的に

活用して学生に還元していくかが次の課題である。 

 

＜テーマ 基準Ⅱ－Ｂ 学生支援の特記事項＞ 

 本学はこれまで、学科・コース編成による専門分野の教育によって、キャリアに直結

する教育課程を置き、現代社会で多様化・専門化するキャリア教育にも柔軟に対応して

きた。こうした学びの上に、今までも卒業後のキャリア相談にきめ細かく対応してきて

いるが、平成３１・令和１年度から、在学中２年間の指導と、選択した進路や職種、職

域との適性の合致等で特に悩みやすい卒業後３年間の支援を印象づけ、入学生・在学生・

卒業生がそれぞれ時期に応じたサポートを受けられる環境とした。これを「卒業後３年

サポート」と呼称し、入学時から卒業後まで計５年間をサポートしている。令和２年度

にキャリア支援部を独立した組織にしたことで、本学の特長的な支援体制として一層の

強化を図っている。また、令和３年度に「京都府キャリア教育支援事業」に採用された

ことを受け、府内企業を誘致してキャリアセミナーを実施し、地元京都への就職サポー

トにも注力している。 

 本学は日本三大祭りの一つ祇園祭の中心である鉾町に位置する。そのため例年祇園祭

の宵々山と宵山（７月１５・１６日）の２日間に、祇園祭協賛の学園行事「花きらきら」

を開催し、学内を一般開放している。１年次生は、７月１２日に全員が浴衣を着用して

一般の方々とともに鶏鉾の曳き初めに参加している。また、「花きらきら」開催中には、

クラスごとに鉾上の調度品を鑑賞し、近隣の個人宅で屏風飾りとして公開される美術品

の拝見など、祇園祭の文化的・歴史的な側面を直接に学習する機会としている。学内で

は、１・２年次生による華展や茶会等を開催し、祇園祭に訪れる一般の市民や観光客に

見学・参加していただいて交流を深めている。他にも、厄除けの粽作りの手伝いや粽授

与にも参加して、祇園祭に関わる人たちとの交流や体験を通して日本文化や伝統を学ぶ

機会としている。特に華展では「いけばなと現代生活」の科目履修者がいけばな作品を

出瓶しており、日頃の学びの成果を学内外多くの方に披露する場として機能している。

こうした学生の活動をサポートするため、教職員は毎年「花きらきら委員会」を組織し

て、その準備や運営にあたっている。 

しかしながら、令和２・３年度については新型コロナウイルス感染症の影響を受け、

祇園祭が縮小され、関連行事についても一部を除き実施することができなかった。例年

行っているこうした本学独自の活動は、伝統ある日本文化およびそれを継承する地域の

方々と直接触れ合い、交流できる場となり、日本人としてのおもてなしの精神を直に学

ぶことができる願ってもない機会となっているため、この学びを継続できるよう、専任

教員による祇園祭についての講義を収録し、オンデマンド授業として学ぶ機会を設けた。 

 

＜基準Ⅱ 教育課程と学生の支援の改善状況・改善計画＞ 

 

（ａ）前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した行動計

画の実施状況 

本学の中期計画を策定するために組織された「５カ年計画委員会」の主導により、昨
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年度に引き続き様々な教学改革に着手してきた。これまでの具体的な施策として、アセ

スメント・ポリシーの構築、カリキュラムの再整備、留学生・社会人の受入拡大、いけ

ばな教育の再活性化等に着手してきた。また学生サポートの施策として、卒業後のキャ

リアをフォローする「卒業後３年サポート」について、在学中だけでなく卒業後の支援

をも視野に入れた計画を立案し、実施した。一方でキャリア支援については、コロナ禍

が学生の就職活動を直撃した。業界的に新卒採用に大きな影響のなかった幼稚園、保育

園関係以外の専門職（サービス関係職）の求人数は大幅減少となった。その中にあって

も、早期より学生に対しオンライン併用のキャリア指導やハローワーク等と連携した求

人紹介を繰り返し、最終的にはコースによる差はあるものの、可能な限りの学生が専門

就職を果たすことができた。従来からの支援活動を継続するとともに、担任教員を中心

とするきめ細かなサポートにより、令和３年度末時点で就職率９８．７％となった。 

産学連携の活性化を目的として令和２年度に組織された「社会連携推進機構」では、

新型コロナウイルス感染症の影響により、学生と共同した積極的な活動は実施できなか

ったが、令和４年度の実施に向け計画を策定している。 

教育課程については、コースの新設や廃止、新学科の立ち上げなど、教育内容の定着

を検証するには難しい状況が続いており、平成２８年度以降、ファッションコーディネ

ートコースの募集停止、幼児保育学科の新設があり、そして、令和３年度にエステティ

シャンコースの募集停止、令和４年度に国際経営情報コースの設置を行う予定である。

したがって、短期的に即応できたものとしては、次の点があげられる。 

本学の教育課程は、専門性や独自性の強い各学科・コースの多様な学習内容を有して

いる。それに対応する講義・演習・実習の科目バランスの相違等に関して、独自性と多

様性を守りつつ、大学としての基本となる公平性の担保として、カリキュラムマップと

科目ナンバリングの導入、ＧＰＡ制度の導入等を実施し、成績評価、教育課程編成や学

位授与の方針との関連を明示できるようにすることを計画し実施した。 

幼児保育学科では、幼児保育学科は、平成３１・令和１年度から施行された新教育課

程（教職課程、保育士養成課程）に基づいた新カリキュラムを開始した。この新課程で

も検証を重ね、令和２年度にはさらに学習効果の高いカリキュラムを検討し、令和３年

度より開始している。 

次に、長期的な展望ないし継続性を必要とするものとしては、次の点があげられる。 

３ポリシーならびに教育課程については、国の教育政策や専門分野に対応する業界のニ

ーズ等に対応して、新たな解釈と修正を図っていかなくてはならないが、他方、運用と

効果の検証には、入学から卒業までの最低２年間を経て、少なくとも２～３サイクル（４

～６年間）が必要であると考えられる。令和３年度も、より質の高い教育課程を編成す

るための調整を実施し、検証過程の整備を行った。 

学生の卒業後の将来保証を強化するためのネットワーク構築は、企業や施設との信頼

関係の構築、卒業生との継続的な関係作りについて、具体的な行動と実施の段階的な計

画を立案し、実施した。 

本学の学生支援については、事務部門の状況に通じた比較的オープンな体制が素地と

してあり、具体的な計画を着実に実行した。まず、学園の設備充実は、現在の設備の活

用計画が先んじるものであり、この点でコロナ禍を通じて、感染防止対策を講じた安心
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安全な食事スペースの確保やキャリア支援部でのＷＥＢ就職活動をサポートする環境

の整備等、学生の利便性向上に着手した。 

次に、長期的な取り組みとしては、メンタルヘルスに関し、ケア・サポート体制の強

化である。これも年度ごとの対応ではなく、一定の事例の蓄積、教職員の知見の強化、

必要な人員の確保等、段階的な計画を必要とするものである。チーム体制による支援強

化により、教職員間での必要な情報の速やかな共有、ならびに保護されるべき情報の整

理等に努めたうえで、学生の現状を考えた授業内容や個別の配慮も重要な課題である。

教職員が連携して、丁寧な取り組みを実施していけるように進めている。 

学生の卒業後の進路の保証については、教育課程の項で述べたネットワーク構築に並

んで、ネットワークを活用できるような進路検討のプログラム、個別指導と全学指導の

体系化、教職員の連携等が必要である。これも本学教育の独自性や多様性を守りながら、

実践的計画について、学科会議や教学ミーティングにて検討し、実施し始めている。 

 

（ｂ）今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

改善計画の課題析出に基づく行動計画の実施状況については、短期的に即応できる比

較的容易なものと、長期的な展望ないし継続性を必要とするものとがあり、以下、その

点を念頭に記載する。 

教育課程についての短期的な取り組みとしては、ＧＰＡのデータの活用は始めている

が、各科目のルーブリックまたはポートフォリオの活用についての計画や立案は急務で

ある。また、学習成果の量的・質的なデータ、同じく学習面における学生調査や学生に

よる自己評価についてのデータを集積し、全体的な量的・質的データを把握し評価でき

るようなアセスメント・ポリシーの運用を推し進める。また、同窓生・雇用者への調査、

インターンシップや留学などへの参加率の調査についても未整備の状態であるため、実

施と効果的な活用に向けて計画立案する。 

幼児保育学科では、令和３年度は昨年度に引き続き、教職課程及び保育士課程の新課

程に基づく教育課程全般の実施に取り組んできた。教育課程の検証に加えて、実習の体

制や就職支援の検証を実施し、より学習効果の高い環境と支援の整備を引き続き行う。 

次に、長期的な展望ないし継続性を必要とするものとしては、引き続き３ポリシーな

らびに教育課程について、国の教育政策や専門分野に対応する業界のニーズ等に対応し

て、新たな解釈と修正を図っていかなくてはならない。運用と効果の検証には、入学か

ら卒業までの最低２年間を経て、少なくとも２～３サイクル（４～６年間）が必要であ

ると考えられるため、年度ごとの調整はもちろんであるが、より質の高い教育課程を編

成するための検証過程の整備を行う。 

学生の卒業後の将来保証を強化するためのネットワーク構築は、企業や施設との信頼

関係の構築、卒業生との継続的な関係作りをはじめとして、年度ごとに具体的に行動し

ていく。 

学生支援については、これまで同様、具体的な計画を着実に行動に移さなくてはなら

ない。短期的な即応の容易なものとして、学園の設備充実は、現在の設備の活用計画が

先んじるものであるが、学生アンケートや満足度調査を通した効率的なニーズの把握を、

スピーディーにサービスへ還元することに、引き続き傾注する。 
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次に、長期的な取り組みが必要なものとして、メンタルヘルスに関するケア・サポー

ト体制のさらなる強化は必須である。経済事情から学習の継続が難しい学生、教育的な

配慮の必要な学生も増えてきている。学生関する一定の事例の蓄積、教職員の知見の強

化、必要な人員の確保等、段階的な計画を必要とするものである。教職員による学生面

談等、喫緊の事例については即時的な対応を行いながら、「学生支援委員会」を中心と

したチーム体制により、必要な情報の速やかな共有、ならびに保護されるべき情報の整

理については、緊張感を以て対応していく。 

学生の卒業後の進路の保証については、企業や施設とのネットワーク構築に並んで、

ネットワークを活用できるような進路検討のプログラム、個別指導と全学指導の体系化、

教職員の連携等を、これも本学教育の独自性や多様性を守りながら実践的計画に年度ご

との行動予定を落とし込んだ立案をし、可能なものから実施していく。 
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【基準Ⅲ 教育資源と財的資源】 

 

［テーマ 基準Ⅲ－Ａ 人的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ－Ａ－１ 教育課程編成・実施の方針に基づいて教員組織を整備して

いる。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－A－１ の現状＞ 

本学は、平成２８（２０１６）年度に幼児保育学科を開設して、文化芸術学科、環境

文化学科、以上の３学科体制となった。文化芸術学科は、いけばな・花デザインコース、

ブライダルプランナーコース、医療クラークコースの３コース、環境文化学科は、製菓

クリエイトコース、トータルビューティーコース、エステティシャンコースの３コース

である（エステティシャンコースについては、令和４（２０２２）年４月から廃止の予

定）。令和３（２０２１）年度の文化芸術学科、環境文化学科の専任教員は、短期大学

設置基準の条件である教員数を上回る配置である。幼児保育学科を除く専任教員は、担

当する専門教育分野に基づいて文化芸術学科または環境文化学科に所属し、教養科目担

当の専任教員も担当科目の特色および学科の教育体制編成上の必要性等に応じて、いず

れかの学科に所属している。幼児保育学科の専任教員は、学科教育の体系性から、科目

の担当にかかわらず、幼児保育学科に所属している。教学内容に係る審議は、各学科教

員全員が参画する学科会議で行う。学科を横断する内容、および全学的な課題に係る案

件については、教学、キャリア支援、入学広報の各事務部署の部長、図書館長、３学科

の学科長、学長、副学長（議長）で編成する教学ミーティングで審議し、教授会へ上程

する。また、各学科の重要事項に関しての報告もこのミーティングで行われる。その上

で、教授会が最終的な審議を行い、教学意思を明確にし、学長が最終的な判断・決定を

行えるよう編成している。 

専任教員の職位は、短期大学設置基準を踏まえた「学校法人池坊学園人事等級制度規

程」および「学校法人池坊学園人事評価規程」を基にして審査を行っている。学位取得、

教育、研究、制作物発表等については、各教員が本学の建学の精神や教育理念に基づい

て、あるべき教員像を各自の専門に反映させるという認識で、各人の専門分野における

努力を促している。同時に、大学という教育機関の組織運営にあたるという観点から、

個別の教育研究活動のみならず、体系的編成によって教育効果を挙げる組織目標達成の

ために、学内行政業務を合理的に遂行する意識を促して組織を整備している。 

専任教員、および非常勤教員は、学科・コースの教育課程編成に基づいて配置してお

り、本学の教育内容から、専任教員、非常勤教員のいずれにおいても実務家教員の配置

が多いのが特色である。 

平成３０（２０１８）年度に給与に関する評価制度の見直しが行われ、「本学の教員

として必要な評価は何であるか」という観点と、「大学一般における教員評価の水準」

という観点との両面から、学位、研究業績、行政実績等の評価について、改定を検討し、

令和２年度に実施した。しかし、財務の観点およびカリキュラム編成上の分担、学内行

政等々の観点から、教員の評価についてはなお制度・実施の両面から検討を継続してお
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り、現在の方式が完全に定型となっているわけではない。 

専任教員の採用、昇任に関しては、平成２０（２００８）年度に整備された「池坊短

期大学専任教員任用規程」、「池坊短期大学特別任用教員規程」、「池坊短期大学特別任用

教員（Ｂ）および嘱託任用教員に関する内規」、「池坊短期大学専任教員資格審査規程」

ならびに、平成２１（２００９）年度に整備された「池坊短期大学任期付教員任用規程」

および「池坊短期大学任期付教員任用規程細則」、以上に準拠して運用してきたが、平

成３１・令和１（２０１９）年度に規程を改定し、「専任教員」、「特別任用教員」、「任

期付教員」の区分をより明確化して、教員制度を整備し直し、令和２（２０２０）年度

４月より正式に運用している。なお、制度上は、採用等の手続き、運用については教員

任用委員会、人事委員会を設けているが、幼児保育学科設置の際、迅速な判断を行うた

めに、教員任用についても人事委員会において検討する方式を採用した。現在運用して

いるのもこの方式であるが、本学組織の規模や適正な人事運用の観点からみて、この方

式の妥当性は高いと考えられる。したがって、今後、規程を改定し、委員会組織を整理

して、任用制度を改正することも検討している。 

 

 

［区分 基準Ⅲ－Ａ－２ 専任教員は、教育課程・編成実施の方針に基づいて教育研究

活動を行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－A－２ の現状＞ 

本学に設置する文化芸術学科・環境文化学科における各コースは、将来の就職先とな

る各業界の専門性に基づいた資格取得を目指すための充実が図られていることから、専

門分野の実技を核とするカリキュラム編成が多く、結果として実務家としての経験を活

かした実務系教員の比率が高い。そのため、専任教員の研究業績は著作出版、論文執筆、

学会発表のほか、各種講習会、展覧会等の社会的文化活動の企画・実施・出展を通した

成果もみられる。幼児保育学科の専任教員では、学会運営や学会誌編集への参画、各種

現場研修講師等、広域的な研究教育活動にも積極的に関与している。また、平成３０年

度においては、これまで本学の自主的研究団体として活動してきた「池坊文化環境学会」

を、幼児保育学科教員を含む新たな「池坊文化学会」に再編し、会員による教育研究・

研修の場を確保した。さらに、本学の柱となるいけばな研究を担う「華道文化研究所」

については、本年度は華道の古書研究を推進する他、華道に関わる資料・研究文献の収

集等、基礎的な研究を中心に活動を行った。来たる開学７０周年記念行事にむけては学

園史編纂が滞りなく進められている。専任教員個々の研究活動については、平成２３（２

０１１）年度より本学のウェブサイトにおいて毎年過去１０年間の業績を更新しながら

公開している。本年度の全教員の研究実績についても、著書や論文、研究の学会発表等

について掲載している。 

本年度の外部研究費については、科学研究費補助金において新規に 1 件採択された。

今後も京都産学公連携機構や大学コンソーシアム京都において申請可能な助成事業が

ないか積極的に調査していきたい。 

専任教員の研究活動については、「池坊短期大学個人研究費取扱規程」、「池坊短期大
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学国内研究員規程」を定めて、個人研究の支援を行っている。その他に文部科学省が定

める「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」および「研究機関

における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に沿う形で「池坊短期大学研究倫理

に係る規程」、「池坊短期大学の公的資金に係る規程」を整備している。教員の教育研究

活動においては、こうした規程を遵守するよう教学部を中心に案内し、ウェブサイトで

日本学術振興会が実施する「研究倫理 eラーニング」を全教員が受講するよう促している。 

平成２８年度には『池坊短期大学紀要』第３７号を２分冊で発行し、平成２９（２０

１７）年度には、『幼児保育学科完成記念 池坊短期大学紀要』３８号を発刊した。平

成３０年度には、「池坊文化学会」が中心となって『池坊文化研究』第１号（『文化環境

学』第７号、『池坊短期大学紀要』３９号）を発刊した。平成３１・令和１年度には、

『池坊文化研究』第２号、『２０１９年度教職課程年報』、令和２年度には『池坊文化研

究』第３号が発刊された。令和３年度発刊の『池坊文化研究』第４号の内容は以下の通

りである。 

 

【池坊文化研究第４号 掲載内容】（掲載順） 

氏 名 題 名 

研究論文 

篠原いくよ 
保育力を培う演習について（１０）―地域の伝統文化（祇園祭）を取

り入れた指導計画案の分析から― 

寿 マリコ 
化粧デザインの違いによる外見印象についての一考察―ノンバーバル

コミュニケーションの視点から― 

平岩 久里子 
男性化粧への印象に関する一考察―女子短期大学生のアンケート調査

から― 

吉田 直子  
初心者のピアノ指導における音楽基礎力の重要性―子どもの音楽表現

を支援できる保育者養成のために②― 

松永 須美子 腹式呼吸が尿失禁に及ぼす効果 

松永 須美子 スポーツウェルネス吹矢トレーニングが及ぼす健康への効果 

研究・実践ノート 

寿 マリコ 
化粧品業界のデジタル販売戦略について―EC を中心としたライブコ

マースの可能性― 

平岩 久里子 
香粧品業界のマイクロプラスチック問題への取り組みに関する予備的

考察 

石原 享子・宇治田

仁美・島本 淳子・ 

吉田 直子 

コロナ禍における ICT を活用した保育者養成のピアノ指導―2021 年

度前期『幼児と音楽表現 A』の遠隔授業を振り返る― 

谷 芳恵・吉島紀江 

鵜川 陽子 
保育者養成に必要な知識と技術―保育マップ記録による試み― 

吉島  紀江・鵜川 入学前教育の『池のほとり』―入学後の幼児保育学科の学びとの関連



池坊短期大学 

54 

 

陽子 ― 

森川 佳代 
幼児教育における「いけばな」（伝統文化）～幼稚園教育要領に基づい

た「いけばな」指導の一考察～ 

学園記録 

梶村  健二・岡田 

吉光・上野 絵理子・ 

山口 美保・横井翼 

奥村 康英・吉田猛 

前田 順子 

新型コロナワクチンの職域接種を実施して―取り組みの記録とメッセ

ージ― 

研究論文・史料研究 

松本 公一 二代専好事績史料集成（稿） 

星 優也 
大己貴神・第六天魔王同体説の形成―「虚言ヲ仰ラルゝ神」説の検討

から― 

華道文化研究所 

『臥雲華書』研究会 
『臥雲華書』第三注釈（稿）中 

 

【２０２１年度教職課程年報 掲載内容】（掲載順） 

氏 名 題 名 

鵜川 陽子 
保育内容総論における保育内容の理解の深まり―実際の保育場面から

の学び― 

吉島 紀江 保育者に求められる保育実践力の定着―ロールプレイングを通して― 

佐々木 由喜子 「音楽 de あそぼう」―保育内容演習（音楽表現 B）の授業実践より― 

 

本学では教員の研究活動を促進するため、専任教員には個人研究室が全員に配当され、

各教員が打ち合わせや会議等で自由に使用できる共同研究室も設置されている。専任教

員は週４日以上の出勤が規程で定められているが、この規程に従って週１日の研究日を

確保することができる。また、ＦＤ活動としての教員研修会等も年間予定の中に組み込

まれている。しかし、専任教員の留学、海外派遣、国際会議出席等については、その機

会が少ないことから規程として詳細に定められておらず、その都度教授会での確認承認

を経ることとしている。 

ＦＤ活動について、令和３年度は計８回の委員会を開催する等活発な活動を行った。

具体的な活動としては、年２回の授業評価アンケートの実施、それに伴いＦＤ授業見学

強化週間の実施、学内ＦＤ研修会等の開催があげられる。授業評価アンケートについて

は基準Ⅱ－Ｂ－１で報告したが、それ以外の活動として、新任教員研修会は入職後の学

内研修会以外に平成２３年度から、大学コンソーシアム京都主催の新任教員研修会への

参加等を積極的に促し、より効果的な授業・教育方法の改善に努めている。平成２６（２

０１４）年度から、従来の期間限定の授業公開制度を見直し、教職員間で必要があれば
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いつでも自由に授業を見学できる制度とした。この制度の利用を促進するため、授業見

学強化期間を前期・後期それぞれ２週間程度設け、教員だけでなく職員も積極的に見学

している。見学者は見学後、その感想を記したコメントシートをＦＤ委員会に提出し、

さらに科目担当者にフィードバックすることで授業・教育方法の改善に繋げている。本

学はコンソーシアム京都の加盟校であり、本学ＦＤ委員が大学コンソーシアム京都のＦ

Ｄ関連事業に委員として企画運営に関わっているため、他大学の情報を得る機会も多い。 

令和３年度の学内での教員研修会は２回開催された。１回はＳＤ／ＦＤ合同で「課題

を抱える学生への指導 パート２」と題し、令和２年度に引き続き、本学の桶谷守副学

長より講演があり、講演後、研修会参加者は意見の提出をおこなった。さらにルーブリ

ックを用いた評価方法についての研修として京都情報大学院大学副学長土持ゲーリー

法一氏に「ルーブリック初級編」についてご講演を頂いた。 

これらの成果については「２０２１年度ＦＤ委員会活動報告」として、ＦＤ委員会が活

動報告をデータにとりまとめ、全教職員が共有できる掲示板上に挙げられている。 

学習成果を向上させるための専任教員と各部署との連携は現在活発に行われている。

入学広報部との連携では、入学を志願する高校生等を対象にした広報活動としてのオー

プンキャンパス等において教員が毎回体験授業を実施し、本学の教育方針や教育課程に

対する理解を深めてもらう中核的な役割を担当している。教務部とは、カリキュラム編

成をはじめ、日常的な教育活動（授業、集中講義、講演等）、ＦＤ活動等について、強

い連携体制を構築している。授業以外の学生支援を業務とする学生支援部とは、メンタ

ルサポート、学生の自治活動（学生会、クラブ等）、キャリアサポートまで、担任を通

じて情報の共有や伝達、フィードバック等、広範で多様な連携が行われている。特に平

成２２（２０１０）年度からは授業におけるキャリア教育が導入され、学生支援部の協

力体制の下で授業が運営されている。また、平成２６年度から学内に進路サポートルー

ムが新設され、学生の進路に関する指導・相談を教職協働で積極的に行っている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ－Ａ－３ 学生の学習成果の獲得が向上するよう事務組織を整備して

いる。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ａ－３の現状＞                 

事務組織の責任体制は、「学校法人池坊学園事務組織および事務分掌規程」において、

明確化されており、各職員は事務を掌る専門的な職能を有している。 

設置されている部署としては、総務部（法人部門・教育文化事業部）、教学部（幼児

保育学生支援室含む）、キャリア支援部、入学広報部、研究施設等として図書館、華道

文化研究所を設置して、大学の運営、学生の支援、教員のサポートを行っている。 

職制としては、職員から総務部長、総務課長、教学課長、キャリア支援部課長、入学

広報部課長および一般職員を配置し、教員からは教学部長、キャリア支援部部長、入学

広報部長、図書館長を配置すると同時にその他必要な教職員を配置し、図書館には司書、

保健室には保健師を資格に応じて配置する等、業務に必要な能力と適性を有する教職員

が適切に配置されている。 
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各部門は、短期大学の主な業務を行う教学部、入学広報部を１室に、また対外的な対

応を主として行う総務部（法人、教育文化事業部を含む）を別の１室に事務室として配

置している。また、キャリア支援部を学生が気軽に相談できるよう図書館隣接の場所に

配置している。このような配置によって、業務の連携を取りやすくするとともに、業務

上必要な情報機器や情報ネットワークを効率的に整備している。 

防災対策として、下京消防署の指導および消防法に基づき、防火管理者を選任して毎

年度消防計画の見直しを行っている。また、教職員および併設の池坊保育園と自衛消防

隊を組織し、各自の役割・避難経路・消火器設置場所の確認を行い、防災意識を高め、

被害が最小限になるように努めている。他にも年１回、本学と池坊保育園とで合同の避

難訓練を行っている。消防点検については、法定点検を年２回実施し、不測の事態に対

応できるようにしている。日常的には、総務部長・施設設備担当職員が、毎日の始業時

に警備員・設備管理会社職員・清掃会社職員から日報を基に前日の報告を受け、設備上

の異常がないか確認を徹底している。情報セキュリティ対策として、本学は個人情報等

を取り扱うため、まず個々のコンピュータにデータを保存せず学内設置のサーバー機で

一元管理し、このサーバー機についても施錠できる場所に設置している。このように情

報漏洩の事故防止を個人レベルで対策するとともに、外部ネットワークからの不正な侵

入には、内部ネットワークとの接続点にファイヤーウォールを構築することで防ぐと同

時にウイルス対策ソフトを導入して、何重もの安全対策を施している。 

職員のＳＤ活動については、「学校法人池坊学園ＳＤ委員会規程」に基づいてＳＤ委

員会を中心として行っている。学内研修としては、９月１日に「課題のある学生の指導

法」のテーマで副学長による講演および質疑応答を行い、一昨年に続き教職員全体とし

て学生指導に関する理解を深めた。他にも日本私立短期大学協会や大学コンソーシアム

京都等の各種団体が行う外部研修会に職員を積極的に派遣することで、職員の能力開発

を行っている。また、各部署での会議や打ち合わせ、各行事終了後の振り返りを欠かさ

ず行うことで、ＰＤＣＡサイクルが機能するよう、日常業務の見直しや事務処理の改善

に努力している。 

各部署との連携強化を図るため、総務部長が議長となり、原則として月２回の事務責

任者ミーティングを招集し、学生の学習効果を向上するために部署間の情報共有や意見

交換を行っている。これにより各部署間で早めの連絡と相談を行い、連携することで、

円滑な業務遂行にあたっている。また教員が教学部、キャリア支援部、入学広報部の部

長として任命されることで、教員組織との連携も密にしている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ－Ａ－４ 労働基準法等の労働関係法令を遵守し、人事・労務管理を適

切に行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ａ－４の現状＞ 

教職員の就業に関する規程は、雇用形態別に「就業規則」を制定し、変更時には法律

に基づき円滑に対応している。また、就業に関する諸規程は教職員に周知を図るととも

に適切な運用がなされるよう学内ネットワークで閲覧できるシステムを構築している。 
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教員の就業については、諸規程に基づいて適正に管理している。また特に事務職員の

勤務時間については、授業や委員会活動に対応するためや健康管理の推進および時間外

勤務の抑制等を図るため時差出勤制度に関する規程を定め管理している。時間外勤務に

ついても、毎年教職員代表との協議により限度を定め、３６協定として労働基準監督署

へ提出している。教員の増坦手当も基準となる時間を超えて授業を担当した場合に、支

給基準に基づいて支給している。職員については、毎月開催の事務責任者ミーティング

において勤務状況を把握の上、必要な対策を実施している。 

令和２（２０２０）年４月より新人事評価制度に移行し、教職員が意欲をもって職務

を遂行し、自ら学園の一員としての役割を果たすことができるよう教職員の能力発揮度

および役割貢献度を公正かつ多面的に把握することに努めている。前期評価、年間評価

を実施するとともにフィードバック面談をおこなうことにより各人の意欲を高めるた

めの指導をおこなっている。また、育児・介護休業制度の法律改正に対応し規程改正を

おこなうとともに、教職員への周知と取得しやすい環境の整備に努めている。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ａ 人的資源の課題＞ 

短期大学および学科の専任教員数は、短期大学設置基準の定める教員数を充足してい

る。ただし、各学科・コースの収支バランスおよび各学科・コースの専門性担保と教養

教育充実という、経営と教育双方の課題を短期大学という形態において解決していくた

めには、学生数と教育課程における教育内容の充実に鑑みて、収容定員および教員配置

数が適正であるかを、慎重かつ大胆に見極めていかなければならない。現時点では、専

任教員については、１コースに１専門教員配置であるために教育の多様性を担保しにく

かったり、業務負荷が増えたりする等の課題があるコースもあり、他方、複数がコース

担当であるために収支上効率的でない、教養教員が減っているために学科・コースを越

えた全学的な機動力が薄くなる等の、課題が少なからずある。ただし、この点は大学の

根本的な計画に大きく関わる部分でもあり、今後、学園および各学科・コース別の収支

状況に鑑みて早急に検討し、実行しなければならない。 

また教員評価や採用の検討について、専任・非常勤ともに、教育・研究・実務等にお

いて、学科・コースの特性上、実務家教員の占める割合が大きいため、専門教育の質の

担保という観点から、一般的な大学教員と同一基準での業績評価を行うことは適切では

ない。この点については、教育充実のための全学的な学内行政への参与という観点から、

評価を設定していく必要がある。他方で、実務家教員においても、高等教育の担い手と

して、大学という機関において妥当する一定の教育研究力は、当然、期待すべきもので

あり、各教員の自覚と実際の努力も向上しているため、今後さらに教育・研究・行政の

三つの観点から精査して整備していく。 

教員評価の制度については、国の大学政策をはじめとする諸環境・諸条件の変化に対

応して、帰属意識と労働意欲をより喚起するよう、適正な基準の設定と実施を行ってい

く。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ａ 人的資源の特記事項＞ 

 特になし。 
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［テーマ 基準Ⅲ－Ｂ 物的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ－Ｂ－１ 教育課程編成・実施の方針に基づいて校地、校舎、施設設備、

その他の物的資源を整備、活用している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ｂ－１の現状＞ 

短期大学設置基準および教育課程編成に基づいて校地、校舎、施設設備、教育機器備

品については基準を充たしている。また、コロナ禍および平常授業における遠隔（オン

ライン）授業への対応のため、ネットワーク回線の高速化を図っている。 

【校地について】 

校地面積は６，２２４㎡であり、短期大学設置基準である５，５００㎡を充たしてい

る。なお、京都市の中心地にあるため運動場を保有していない。 

【校舎について】 

校舎面積は１４，４５４㎡であり、短期大学設置基準である４，６５０㎡を充たして

いる。障害のある学生への対応として、正門横に段差をなくした入口や校舎北側にスロ

ープとなっている四条門がある。また、専用エレベーターを各棟に設置して対応してい

る。さらに校舎内のラウンジに専用トイレを設置している。 

 
 

【教室について】 

文化芸術学科・環境文化学科・幼児保育学科の教育課程編成・実施の方針に基づいて、

講義室、演習室、実験・実習室を配置している他に、本学の建学の精神である「和と美」

を全学生が実践する場として華道教室や百十畳の広さを誇る茶室等の実習教室を設置

している。 
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文化芸術学科および環境文化学科の６コースに関連して、より専門的な実習が行える

ように充実した実習室も用意している。具体的には、ブライダルプランナーコースでは

テーブルマナーを学び、模擬披露宴を実施できるブライダル実習室を、また、トータル

ビューティーコースには本格的なメイク実習室やネイル実習室、製菓クリエイトコース

には国家資格である製菓衛生師の養成施設としての製菓実習室、エステティシャンコー

スにはエステ実習室等を用意している。また、幼児保育学科については、音楽教室２室、

ピアノ個人練習室２０室、造形教室２室、リトミック室を用意した。 

各教室の機器・備品については、華道教室には花器、剣山、花鋏等を、また、茶道教

室には茶道に必要な茶碗、釜、柄杓等それぞれの実習に必要な備品を備えている。ブラ

イダルプランナーコースが使用するブライダル実習室ではテーブルマナーや模擬披露

宴を行うためのテーブルセットや食器等を準備し、トータルビューティーコースではメ

イク実習室・ネイル実習室に実習で使用する専用の机や道具類とともに、撮影が行える

スタジオ設備を整えている。さらに製菓クリエイトコースが使用する製菓実習室には大

型の冷蔵庫をはじめ、ホイロ・オーブンなど実習に必要な充実した機器とともに指導者

の手元が見える大型モニターを設置し、視覚的に学習を補助する工夫を行っている。エ

ステティシャンコースにおいても実際のサロンと同様の実習が行える専用のベッドや

機器類を設置している。幼児保育学科では、音楽室２室にグランドピアノや電子ピアノ

等の楽器を、造形教室には授業で使う工具や文房具を用意し、リトミック室には巧技台、

跳び箱などリトミックに必要な教育環境の充実を図っている。 

また、７１教室（コンピュータ演習教室）に３７台（教卓１台を含む）のコンピュー

タを設置し、主に医療クラークコースの演習授業や各学科・コースの授業での利用を通

じた情報教育に利用している。 

講義教室においてはプロジェクター、マイク、ＡＶ機器を設置し、視聴や投影等に対

応できる機器を備えている。加えて教学部に授業貸出用のＣＤ再生機器、デジタルカメ

ラ、コンピュータ、プロジェクター、レーザーポインター等を常備し、授業の必要に応

じて対応できるようにしている。 

なお、本学においては通信による教育課程は設置していない。 

【図書館について】 

図書館の面積は専有延床面積４９５．１７㎡である。６４，０００冊の収容能力があ

り、展示コーナー、ＰＣコーナーがある。本学の立地面積との対比、および学生数や利

用度に照らして需要に応じるだけの設備を備えている。 

蔵書数は５４，３９４冊、ＡＶ資料は５６３点あり、閲覧座席数は５６席である。閲覧

座席数にはコンピュータ設置の座席を含んでおり、ＤＶＤ資料の閲覧等が可能なＰＣコ

ーナーとしてコンピュータ１２台を設置している。 

購入図書の選定については、図書館委員会を中心として各学科の教員から募った推薦

図書、非常勤教員および学生からの購入希望にもとづき購入を決定するシステムが確立

している。図書の廃棄については本学図書館規程に定められた手続きに従って行ってい

る。 

学習に必要な参考図書、関連図書は、学科・コースの新設や改編に合わせて、必要と

なる図書の整備をしている。また、オンライン目録の運用も行っているので、いつでも、
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どこからでも蔵書検索が可能である。 

【体育館について】 

体育館は、和心館４階に３６８．８８㎡の広さを持つ体育館があり、体育の授業のほ

か、クラブ活動等に活用できる適切な面積となっている。また、学内に併設している池

坊保育園への貸出も行っており、日々の保育活動や運動会で利用されている。 

 

 

 

［区分 基準Ⅲ－Ｂ－２ 施設設備の維持管理を適切に行っている。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ｂ－２ の現状＞ 

【規程整備・施設設備管理】 

本学では、関連規程に基づき施設設備の維持管理を適切に行っているが、機械、電気、

消防設備、ネットワーク等の管理・保守は専門業者に委託し日々の管理、定期的な点検

と緊急時の対応を行っていると同時に建物全体の清掃業務も外部の専門業者に委託し

ている。 

【火災・地震・防犯対策】 

防災、防火に関する設備として、学舎内の各所に消火器や消火栓を設置し、教室や事

務室に火災感知器、防火扉を設置している。消防法に基づき消防施設等の専門業者によ

る定期点検を年２回（２月、８月）実施し、点検結果に応じて更新の必要な消火器、消

火栓、火災感知器の入れ替えを行っている。防犯に関しては、昼間の警備は外部委託の

８Ｆ

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

４Ｆ ４Ｆ

３Ｆ ３Ｆ

２Ｆ ２Ｆ

１Ｆ １Ｆ

Ｂ１Ｆ Ｂ１Ｆ

８Ｆ ８Ｆ

７Ｆ ７Ｆ

６Ｆ ６Ｆ

５Ｆ ５Ｆ

４Ｆ ４Ｆ

３Ｆ ３Ｆ

２Ｆ ２Ｆ

１Ｆ １Ｆ

Ｂ１Ｆ

《　洗　心　館　》

茶道教室 洗心庵

華道文化
研究所

共同研究室
ミーティング
ルームⅠ

学生
サポートルーム

教員
研究室

美心館
２５２教室
【造形】

造形準備室 倉庫 製菓準備室

第１会議室 第２会議室 メイク準備室
２６２教室
【メイク】

２６１教室
【メイク】

２５１教室
【製菓】 《　和　心　館　》

２４３教室
【造形】

造形準備室
第３
会議室

２４２教室
【ブライダル】

ブライダル
準備室

２４１教室 体育館

← 図書館 キャリア支援部 保健室 ３３３教室 ３３２教室

総務部　　教育事業部　　学長IR室 非常勤講師室 池坊保育園

３３１教室
【ネイル】

幼児保育
学生支援室

教学部 入学広報部

アートフォーラム　　悠々 池坊保育園

こころホール 調弦室 楽屋

《　美　心　館　》
ミーティング
ルームⅡ

クラブルーム 学生会室教員研究室

洗心館

（渡り廊下）

７２教室【講義】 情報準備室 ７１教室【パソコン】 （渡り廊下）

６４教室
【音楽】

楽器庫
６３教室

【ピアノ個室】
６２教室

【電子ピアノ】
６１教室

【ピアノ個室】
（渡り廊下）

５３教室 ５２教室 ５１教室 （渡り廊下）

３３教室
【華道】

３２教室
【華道】

３１教室
【華道】

花器倉庫２ 華道準備室 応接室 事務室 →

４５教室 ４４教室 ４３教室 ４２教室 ４１教室 ２４４教室

学長室 理事長室

ラウンジ「みる」 室町正面入り口

多目的ルーム

アッセンブリホール【リトミック室】

２２教室
【華道】

２１教室
【華道】

花器倉庫１
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警備員を人、自転車、車の出入りが多い箇所に重点的に配置し、定期的にキャンパス内

の巡回を行うことで監視し、人がいなくなる夜間は機械警備を導入している。 

【コンピュータセキュリティ対策】 

情報機器の構築・管理については、教室・研究室等をシームレスでかつセキュリティ

を確保するため、統合的セキュリティゲートウェイならびにレイヤ３スイッチングＨＵ

Ｂを中心としたファイヤーウォールを設けたネットワークを構築している。さらに、講

義や研究の妨げとなるコンピュータウイルスやスパイウェアによる被害を防止するた

め、ウイルス対策ソフトを導入し、安定して利用できる情報教育利用環境を構築してい

る。 

【省エネ・省資源対策】 

省エネ対策に対しては、国や自治体が脱炭素のライフスタイルへの転換を進める中、

また経費節減の上からもクールビズを積極的に取り入れ、冷房温度を高めに設定するな

ど個々が心がけるよう学内に周知徹底をしている。また館内に設置する空調設備は、機

械室にて各空調機器を集中コントロールすることができるため、設定温度、消し忘れ等

を管理している。 

また、京都市では「快適な生活環境の保全」、「公衆衛生の向上」、「国際文化観光都市

としての良好な都市環境の形成」を目的として、「京都市廃棄物の減量及び適正処理等

に関する条例」を制定し、ごみ減量に関する取組等を進めており、本学についても「し

まつのこころ条例」に基づきゴミ年間排出量を減らすなど地球環境保全にも努めている。 

【ネットワーク・Wi-Fi 環境の整備】 

 国・自治体の補助金を活用し、基幹 LANの増強（１ＧＢ）や教室等への Wi-Fi環境の

増設、プロジェクターの設置をおこない、多くの教室において遠隔授業が可能となる環

境を整備している。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ｂ 物的資源の課題＞ 

教室等の情報環境は一定改善されたが、従来の設備のままの教室や空調機器等の老朽

化など早急に改善すべき設備も存在しており、対応を急ぐ必要がある。 

 資産管理等の規程はすでに整備されているが、今後も規程に則った管理を継続してお

こない、維持管理に努める。 

 防災に関しては、火災に対する訓練等はおこなっているが、将来起こり得るであろう

南海トラフ規模の地震を想定しての対策はおこなわれていないため、さらなる防災対策

が必要である。 

情報セキリュティは現状できる限りの対策をとっているが、コンピュータ技術が急速

に進歩する状況に対応できるよう、さらなる強化が求められる。 

 また、クールビズ等の省エネ対策を継続的に周知徹底するとともに、カーボンニュー

トラルの実現に向けてさらなる電気使用量等の削減を進める。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ｂ 物的資源の特記事項＞ 

 特になし。 
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［テーマ 基準Ⅲ－Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ－Ｃ－１ 短期大学は、教育課程編成・実施の方針に基づいて学習成果

を獲得させるために技術的資源を整備している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ｃ－１ の現状＞ 

文化芸術学科・環境文化学科・幼児保育学科の教育課程編成・実施の方針に基づいた

授業を遂行するため、本学にはコンピュータ演習教室（７１教室）を１室設置している。

コンピュータ演習教室にはデスクトップコンピュータ３７台（教卓の１台を含む）とカ

ラーレーザープリンタ２台を設置し授業に対応している。 

コンピュータ演習教室は、各学科での授業、特に文化芸術学科・環境文化学科の「基

礎ゼミ」、「専門ゼミ」での使用や、教養教育科目で設置する「情報処理演習」で情報

技術向上に向けたトレーニングおよび情報倫理に関するマナー教育において利用して

いる。他の一般教室で教員がコンピュータを利用する場合は、教学部が管理しているノ

ートパソコン５台や iPad１２台を貸し出し、質の高い授業を維持できるよう努めてい

る。 

また、コロナ禍を契機として、学外にいる学生との連絡を密にするため、ポータルサ

イトを構築し、学生への情報や課題の提供等を容易に行えるよう整備した。 

また、学生の就職活動等の支援を行うキャリア支援部には、デスクトップコンピュー

タ５台とモノクロレーザープリンタ１台を設置している。また連絡アプリ”Ｍｙｉｄ”

を活用して必要に応じて学生とメッセージのやり取りをする等、キャリア支援の充実を

図っている。 

本学のネットワークシステムは、国立情報学研究所（ＮＩＩ）のネットワーク（ＳＩ

ＮＥＴ）に接続しており、令和２年度に回線容量を１ＧＢに拡大した。この外部接続ネ

ットワークとともに教室、研究室、事務室等全館を結ぶ学内ＬＡＮを整備し、教育、研

究、事務業務等の効率化、高度化を図っている。 

情報機器・設備の維持管理等の専門的な支援については、総務部および教学部が窓口

となり、必要に応じて専門業者に対応してもらうことで、授業、業務に支障のないよう

迅速に対応している。 

①７１教室 ３６台（デスクトップ型） 

 ②授業貸出用（教学部管理） ５台（ノート型）  

 ③キャリア支援部 ５台（デスクトップ型）  

 これまでの整備において、学生が利用可能なＷｉ－Ｆｉ環境を大きく改善し、現在は

学内の主要な教室やラウンジ等で利用できるようになった。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の課題＞ 

教育課程編成・実施の方針に基づいた授業を遂行するため必要な機器を設置し、教育

資源は不足のない状態ではあるが、今後のＩＣＴ化の進展に合わせて、情報環境の計画

的整備は必須である。令和３年度においても新設コースで利用する教室の情報環境を改
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善したが、今後、学生が所有するパソコンやスマートフォンに対応するソフトウエアの

整備やホームページの抜本的改善を実施し、学生の学習環境を向上させる。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ｃ 技術的資源をはじめとするその他の教育資源の特記事項＞ 

 特になし。 

 

［テーマ 基準Ⅲ－Ｄ 財的資源］ 

 

［区分 基準Ⅲ－Ｄ－１ 財的資源を適切に管理している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ｄ－１ の現状＞ 

 令和３年度における資金収支は黒字となったが、事業活動収支の収支状況は過去３年

間において赤字となっている。資金収支においては、平成３１・令和１年度は６７，７

１７千円、令和２年度は１００，０９３千円の支出超過となっており、令和３年度にと

いて８，１３０千円の黒字となった。平成２５（２０１３）年度以来の黒字であるが、

その主たる理由としては、私立大学退職金財団の交付金収入である。これは、過去およ

び今年度の交付金申請をしたことによる収入のため、あくまで一過性の収入である。新

型コロナウイルス感染症の影響もあり、入学生減による学校納付金の減少や施設貸出利

用者の減少も続いており、本来あるべき収入源からの収入が確保できていない状況であ

る。 

なお、本学の平成３１・令和１年度～令和３年度における入学者および在籍者の充足

率は下記の通りである。 

年度 入学定員 入学者数 
入学定員
充足率 

収容定員 在籍者数 
収容定員 
充足率 

令和３年度 250名 177名 70.8％ 500名 391名 78.2％ 

令和２年度 250名 220名 88.0％ 500名 414名 82.8％ 

平成 31･令和 1 年度 250名 196名 78.4％ 500名 386名 77.2％ 

 

入学定員および収容定員の未充足が長年続いており、昨年度は入学定員充足率が８８．

０％となっていたが、今年度は７０．８％に落ち込んでいる。また収容定員充足率も７

８．２％と昨年度の８０％代から減少した。支出においては、経常的な経費は日常から

削減に努めているが、今年度は新型コロナウイルスワクチンの職域接種をおこなったこ

とで、医師や看護師の派遣料などの経費が大きかった。職域接種のため、国民健康保険

団体連合会から接種費用はあったものの、全額まかなえるものではないため、支出増の

要因となっている。 

事業活動収支においては、支出超過が慢性化しており、その要因としては減価償却費

が大きいことに加えて資産を持続させるだけの収入がないことにある。黒字化に向けて、

入学定員数および収容定員数未充足の解消を第一と考え学校納付金収入の増加と外部

資金の受け入れ強化が必要となっている。 
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令和４年３月３１日現在の貸借対照表による学園の財務状況において、資産の部合計

は５，８７６，８５７千円で、前年度末より８３，９０８千円減少した。その要因とし

ては、有形固定資産において減価償却により１０５，７６９千円減少したことが主な要

因となっている。負債の部合計は３９３，４８６千円で、前年度より１，５７０千円増

加した。これは、固定負債の長期借入金が４２，８５６千円減少したが、退職給与引当

金１２，８３０千円と流動負債の前受金３０，４３３千円増加したことが主な要因とな

っている。 

基本金のうち、第１号基本金は図書およびエステティシャンコースの廃止に伴う備品

等の除却があったことにより、１１，７８５千円減少している。 

その結果、令和３年度末における純資産は５，４８３，３７１千円となっており、現

時点において短期大学の存続を可能とする財政は維持されていると捉えることができ

る。 

また退職給与引当金については、１１０，２０３千円で期末要支給額の１００％を計

上している。 

資産運用については、「学校法人池坊学園資金運営内規」を施行しているが、現在の

運用は銀行への定期預金１０，０００千円のみとなっている。 

経常収入に対する教育研究経費比の割合は、本年度は４４．８％で過去３年間の平均

としては４５．６％となっている。また、教育研究用の施設設備については、５カ年の

計画を立てているが、経年劣化による機器の故障等には早急な対応をおこなっており、

適宜修繕等も含めて予算化するような体制を整えている。学習資源（図書等）について

は、各学科に適切に配分されている。 

先にも述べたように、日本私立学校振興・共済事業団私学経営情報センター経営支援

室の助言のもと、平成３０年６月２８日開催の第３回理事会において「学校法人経営改

善計画書」の決議を行い、同年７月１０日に文部科学省高等教育局・私学部参事官付学

校法人経営指導室へ提出し、現在この計画書を軸として進めているとともに、令和２年

１月３０日の理事会において「学校法人池坊学園中期計画（２０１８年度～２０２２年

度）」を策定し、その計画に則って運営している。 

 この計画に基づいた予算編成方針を、前年度１１月末までに理事会で決議し、その後

各部署に対し、１月末を目途に予算編成を指示している。各所部署から提出された事業

計画書および予算要求書を基に総務部にて集計・検討し、学園の計画との方向性や整合

性を踏まえて予算折衝を行っている。予算書および事業計画書は、前年度３月末開催の

理事会および評議員会で諮問・審議され、決議している。 

なお、決議された予算書および事業計画書は総務部（法人）を通して教授会および事

務責任者ミーティングで周知されており、予算の執行は、各部署の事務責任者（課長職）

を執行責任者としているが、日常的な経費以外は、予算計上の有無を問わず起案書決裁

を原則とし、毎月の予算執行データを総務部から各部署に伝達し、適正な予算執行に留

意している。 

また、日常的な出納業務は総務部が行い、総務課長が確認をし、経理責任者の総務部

長を経て常務理事に報告されている。資産及び資金の管理と運営についても、公認会計

士指導の下、管理台帳および出納帳も含め適切な会計処理に基づき記録をおこない、安
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全かつ適正に管理している。 

日々の財政等は試算表に基づき月次報告書を作成し、経理責任者および理事長、常務

理事への報告、また月１回開催の理事会でも報告しており、経営判断の一助としている。 

また公認会計士の監査にて期中・期末決算監査、現金・預金・固定資産実査、財務諸

表・収支計算書チェック等を行っている。なお、監査等で指摘を受けた場合は、その都

度担当部署で改善策を検討し迅速に対応している。公認会計士は毎年度、監事の決算監

査に立ち会い、監事からの質疑に対して分かりやすく適切に対応している。 

資産及び資金の管理・運用は、学校法人池坊学園経理規程および学校法人池坊学園資

金運用規程に基づき、安全かつ適正に管理されている。なお、本学では昨年度より寄付

金の募集を開始し、次年度からはふるさと納税を活用した地域との連携強化のため京都

市と協定を締結し、新たな外部資金の獲得をめざしている。 

 

 

［区分 基準Ⅲ－Ｄ－２ 日本私立学校振興・共済事業団の経営判断指標等に基づき

実態を把握し、財政上の安定を確保するよう計画を策定し、管理している。］ 

 

＜区分 基準Ⅲ－Ｄ－２ の現状＞ 

本学は、文部科学省および日本私立学校振興・共済事業団による「学校法人経営改善

計画書」の提出が義務づけられている。これは、「定量的な経営判断指標に基づく経営

状態の区分」においてＣ２（イエローゾーン）となり得る状況のため、「Ｃ２段階から

の脱却」を最も重要な財政課題としている。 

令和２年度においては、コロナ禍の中、入学者数が１７７名（令和３年度入学）と定

員充足率が７１％となり、再度教育活動資金収支差額が赤字となったが、令和３年度の

決算では、入学者数が１９８名（令和４年度入学）となったことや国庫補助金や退職金

財団交付金などの単年度限りの増収要因のため黒字となりＢ０を維持することができ

た。 

しかし、令和４年度については、再度厳しい財政状況が想定される。今後、資金収支

の黒字化に向けて「学校法人池坊学園中期計画」の最終年度として、予算執行を厳格に

行い、教育活動資金収支差額および資金収支差額の黒字化を目指す必要がある。 

これらを達成するためには、支出の抑制はもとより、魅力ある教学内容の構築と受験

生の確保、寄付金政策を含めた新たな収入政策の実施、学園規模の課題についても具体

的な政策を推進していく。 

財務情報の公開は、収入の大半が学生生徒等納付金や公的助成、税法上の優遇措置等

であることから、学生、保護者、教職員等に広く、本学ウェブサイトで公開している。

また、理事会の報告を教職員にも教授会や事務責任者ミーティングを通じて行っており、

財政の透明化、危機意識の共有化を図っている。 

 

■経営改善計画の概要および文部科学省高等教育局私学部参事官より指導の経過概要 

ア．第１期 学校法人池坊学園 経営改善計画概要 

平成２５（２０１３）年度～平成２９（２０１７）年度（５カ年） 
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○財政上の数値目標 

   ・経営判断指標においてＣ２からＢ０への転換をはかる 

・年次ごとの財務計画を策定、見直しをはかる 

・募集定員の充足による学納金収入増をはかる 

 

財務上の数値目標と達成期限（現状分析含む） 

   ①教育研究活動のキャッシュフローについては、平成２５（２０１３）年度の７

千万円の赤字から３年間で年々縮小し、平成２８（２０１６）年度には黒字化

を見込む。 

    経過：赤字幅の縮小に至っておらず、平成２８年度の黒字化になっていない。 

 ②帰属収支差額については、借入金等の返済後平成２９（２０１７）年度には黒

字化を見込む。 

  経過：当時の借入金の返済は平成２７年度に完済しているが、平成２８年度に 

新たに借入をおこない、黒字化になっていない。 

③平成２５（２０１３）年９月に池坊お茶の水学院の売却を行い、財政基盤の原

資を確保する。 

経過：計画通りに売却をおこない、平成２５年度に売却収入を確保した。 

④平成２５年度に短期借入金を完済する。 

    経過：計画通り平成２５年度に短期借入金は完済できた。 

⑤平成２８年度中に退職金財団の交付超過額を返済する。 

   経過：平成２８年度において返済は終えていないが、専任教職員を増員し計画

的に返済をおこなう旨の取り決めを退職金財団とおこなった。 

⑥施設修繕管理等に関しては、平成２６年度においてはＰＣ整備を実施する。平

成２７年度においては雨漏りに係る修繕、ならびに改組等予定される教学項目

に派生する施設改修等を、また、平成２８年度においては空調設備等の修繕整

備を行う。 

    経過：平成２６年度のＰＣ整備は計画通りに実施した。ただし、雨漏り修繕・

空調設備等の修繕整備については、現在できておらず計画途中である。 

⑦財務状況等の実態把握を行い、見直しを図りながら基本金組入に係る財務計画

を策定していく。 

    経過：財務状況の把握には努めているものの、慢性的な赤字が続く中で基本金

の組入ができておらず財務計画の策定に至っていない。 

イ．第１期 学校法人池坊学園経営改善計画最終年度の指導内容および対応策 

   第１期経営改善計画書の最終年度における事業団・経営支援室の現地ヒアリン 

グが平成３０年１月１１日に実施された。その際ガバナンス等について厳しい指摘

を受け、理事長は「池坊学園の厳しい経営状況と今後の展望」を作成した。そこに

記載されている「学園の重要事項は常任理事会の議題として議論し、常務理事にお

いて整理され、議題として提出する」に基づき現行の常任理事会の規程の見直しを

行った。 
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   また、「学校法人池坊学園の将来構想策定について（学園振興委員会の設置）」を

表明したことをうけ、学園と本学の将来計画を短期・中期・長期にわたって策定し

、その計画を実際の執行として展開していくため「学校法人池坊学園中長期策定規

程」を制定し、「学校法人池坊学園振興委員会」、「学校法人池坊学園長期計画委員

会」、「池坊短期大学５カ年計画委員会」を設置した。これをうけ、長期計画委員会

は学園としての将来構想について平成３０年５月より９カ月間、全８回にわたり委

員会を開催した。５カ年計画委員会では、「学校法人池坊学園経営改善計画書（2018

年度～2022年度）」の作成と同時に、池坊短期大学の今後５年間の教育・研究・社

会貢献を含む全体的かつ総合的な運営計画「池坊短期大学５カ年計画書」について

平成３０年４月より８カ月間、全９回にわたり委員会を開催した。両委員会から提

案された原案を振興委員会で１０カ月間、全５回にわたり慎重に審議を重ね理事会

に答申した。 

また、計画に基づく調査・企画・政策を行うとともに、戦略的な構想を意識しつ

つ、その時々の学内課題に教職員が協働して立ち向かうための調整役として、学長

室(ＩＲ業務を含む)を設置した。 

 

ウ．第２期 学校法人池坊学園 経営改善計画概要 

平成３０（２０１８）年度～令和４（２０２２）年度（５カ年） 

○財務上の数値目標 

  ・教育活動資金収支差額について、平成 30（2018）年度に黒字化を見込む 

・資金収支差額について、平成 33（2021）年度に黒字化を見込む 

  ・事業活動収支における教育活動収支差額について、私立大学退職金財団への交 

付超過の返済が終わる平成 35（2023）年度以降に黒字化を見込む 

  ・平成 35（2023）年 9月末までに借入金を完済 

  ・平成 34（2022）年度中に私立大学退職金財団の交付超過額を返済 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ｄ 財的資源の課題＞ 

本学における財政上の最大の課題は、入学定員、収容定員の充足である。１８歳人口

の減少や短期大学志願者の減少傾向のなか、本学の建学の精神、教育内容、教育環境を

高校教員、受験対象者層や保護者に広め、入学者を確保することが最重要である。令和

４年度にはホームページの抜本的更新をおこない、ネットワーク時代に相応しい広報機

能を強化する。また、授業料を主たる財源とする本学にあって、それ以外の収入の確保

も早急に進める必要がある。寄付金政策、新たな補助金獲得、施設貸出などを積極的に

展開し、収入増をはかる。 

収入の確保と同時に支出を抑制することも重要な課題であり、適切な定員管理やコス

トとのバランスについても検討を進めている。特に人件費等の固定費については、スリ

ムな学園体制を目指して、教職員・執行部の体制を見直している。このような政策をバ

ランスよく進めることにより「収入の最大化、支出の最小化」をめざす。 

今後も経営・運営についての方向性を理事会および教授会として明確に示し、それを
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教職員が理解し、安定化に向かってさらに一丸となって推進していくことが重要課題で

ある。 

 

＜テーマ 基準Ⅲ－Ｄ 財的資源の特記事項＞ 

特になし。 

 

 

＜基準Ⅲ 教育資源と財的資源の改善状況・改善計画＞ 

 

（ａ）前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計

画の実施状況 

財政については、学生数が一時は増加したもののコロナ禍において減少傾向となって

いるため、財政は芳しくなく事業活動収支においても赤字が継続している。そのため募

集に関しては、効果的な方法を模索し実行している。 

 

（ｂ）今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

財務内容としては、慢性的な支出超過が見られるため、その要因である学生の定員確

保を達成することが早急に必要である。新たなる募集計画や財政計画を立てることが最

重要事項である。なお、令和４年度より幼児保育学科の入学定員を５０名（収容定員１

００名）に変更し、学園規模の課題にも踏み込んだ対応策を進めつつある。 
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【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 

 

［テーマ 基準Ⅳ－Ａ 理事長のリーダーシップ］ 

 

［区分 基準Ⅳ－Ａ－１ 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ－Ａ－１ の現状＞ 

（１）理事長のリーダーシップ 

① 理事長の選任は、学校法人池坊学園寄附行為第１２条において、「第７条第１

項第１号から第４号に規定する理事のうち１名を理事長とし、理事総数の過半数

の議決により専任する。」と定めている。理事長は、建学の精神・教育理念、教

育目的・目標を理解し、学園の発展に寄与する経営の最高責任者として、リーダ

ーシップを発揮している。 

② 理事長の職務については、学校法人池坊学園寄附行為第１２条第３項に、「理

事長はこの法人を代表し、その業務を総理する。」としており、理事会および常

任理事会、評議員会などにおいてリーダーシップを発揮するとともに、他の理事、

監事、評議員の意見を踏まえて学園の方向性を決定し、適切なガバナンスの発揮

に努めている。 

③ 決算および事業の実績の報告等は、学校法人池坊学園寄附行為第４０条（決算

および実績の報告）において、第１項で、「この法人の決算は、毎会計年度終了

後２月以内に作成し、監事の意見を求めるものとする。」と定められており、監

事の監査を受け、５月理事会の議決を経た決算および事業の実績（財産目録、貸

借対照表、収支決算書および事業報告書）評議委員会に報告し、その意見を求め

ている。 

（２）理事長は、寄附行為の規定に基づいて学校法人を適切に運用している。 

① 理事長は、短期大学の運営に関する責任主体が理事会（理事長）にあることを

認識し、そのための役割と責任を果たしている。定例の常任理事会を原則毎週に

開催し、理事会に先立って必要議題を諮問している。定例理事会は、５月、７月、

９月、１１月、１月、３月の年６回開催している。また、寄附行為第２４条の評

議員会で、評議員会は理事長が招集すると規定し、理事会に先立って必要事項を

諮問している。開催は毎年３月、５月、１１月としている。 

② 理事長の職務については、学校法人池坊学園寄附行為に基づいて理事会を開催

し、議長を務めている。理事長は、理事会における議論および報告を通じて、理

事の職務執行状況を監督している。また、理事会は、定例と臨時で開催している

が、臨時については、寄附行為に関わる重要事項や法人事業計画等の理事会の審

議を必要とする事項など、必要に応じて臨時の理事会を開催し、最終意思決定を

行っている。 

③ 短期大学の自己点検・評価において、理事長は、自己点検・評価委員会で検討

を重ねた結果を同委員会において総括している。さらに、理事会で審議すること

により決定を行っている。 
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④ 経営改善計画を進めるにあたって、私学事業団からガバナンスについての指摘

事項に対して、「法人のトップマネジメント体制を含めたガバナンス体制の整備

が必要である」との認識に立ち、トップマネジメント体制として、法人の意思決

定や運営責任は理事会であることを原則として、理事会の方針決定や計画の執行

等についてガバナンスの改善に務めている。また、理事長は日頃から、学園およ

び短期大学の発展に必要な情報の収集を行い、学園の経営に生かしている。また、

日本私立短期大学協会の総会に積極的に参加し、他の短大との交流や情報交換を

はかり、高等学校の校長や進路指導部長等へ訪問するなどして情報収集を行うな

ど、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。 

⑤ 理事会への議案は、毎月定例開催の常任理事会で議題として取り上げ、副理事

長、常務理事、副学長の意見を聴取して取りまとめ、学園の方針や教育活動等に

ついて改革と改善が円滑に推進できるよう運営を行っており、理事長は学校法人

の業務を総理している。 

⑥ 理事会は、短期大学の運営に関して法令遵守を旨として、私立学校法、教育基

本法、学校教育法、短期大学設置基準等に従う法的な責任があると認識している。

また、学校運営の基本となる学則の改正、および理事会の承認が必要とされる重

要な規程の改正については、理事会での承認を経て整備している。 

 

（３）理事は、法令および寄附行為の規定に基づき適切に構成されている。 

① 理事の選任にあたっては、学校法人池坊学園寄附行為第７条により、学長、学

院長、評議員、学識経験者から選任している。また、学長、学院長、評議員から

選任された理事は、職を退いたときは、理事の職を失う。 

② 理事には、理事長から建学の精神をはじめとして学園の経営方針および短期大

学の運営状況などを説明している。理事はこれらを十分に理解した上で、自らの

学識および見識に基づいて法人運営に携わっている。 

③ 理事長は、学校法人池坊学園寄附行為第７条第１項から第４号に規定する理事

のうち１名を理事長としている。欠格事由は、寄附行為には既定されていないが、

就業規則により学校教育法の欠格事由による解雇規定が定められている。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ－Ａ 理事長のリーダーシップの課題＞ 

 第一期経営改善計画書の最終年度が平成２９（２０１７）年度であった。平成３０（２

０１８）年１月１１日の私立大学共済事業団・経営支援室による現地ヒアリングの際に、

学園は、ガバナンス、および理事長のリーダーシップについて厳しい指摘を受け、現行

の常任理事会の規程や運営の見直しを行ってガバナンスの改善を図っている。また、引

き続き第二期経営改善計画書（２０１８年度～２０２２年度）を作成し、経営改善に努

めている。そして、令和２年度の私立学校法改正の施行に伴って、これまでの「池坊短

期大学５カ年計画（２０１８年度～２０２２年度）」を基本として「学校法人池坊学園

中期計画（２０１８年度～２０２２年度）」を理事長のリーダーシップの下で策定した。

そして、私立学校改正法の趣旨を理解し、引き続き理事長は、学園全体の経営を統括す
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る責任者として、リーダーシップの適切な発揮を図ることに努めている。本学園におい

ては、ガバナンスの強化と経営改善を図っていくことが、重要な課題であるとともに、

これらの改革・改善を基本としており、さらなる取り組みが必要である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ－Ａ 理事長のリーダーシップの特記事項＞ 

特になし。 

 

［テーマ 基準Ⅳ－Ｂ 学長のリーダーシップ］ 

 

［区分 基準Ⅳ－Ｂ－１ 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営

体制が確立している。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ－Ｂ－１ の現状＞ 

学長は、本学の建学の精神｢和と美｣の中核となる華道教育を基盤として、高等教育期

間の教育と研究を推進する教学体制の構築と発展に努めて、短期大学の向上・充実をは

かるリーダーシップを発揮している。 

本学の学長は、「池坊短期大学学長選出規程」に則って選出され、教授会では議長と

して、諸会議体の意見を尊重しながら最終的な判断を下し、そうした判断を通じて、各

種委員会においても学長としての指導性が発揮されるよう努めている。学生指導につい

ては、学則において、学生に対する懲戒（退学、停学及び訓告の処分）を含めて適切な

手続きを定め、積極的に校務を司っている。各教員ならびに各職員に対しては、きめ細

かい対話、意見聴取、直接的な指示の機会を設定しながら校務をつかさどり、全学を統

督している。学長は、高等教育の実状と諸政策、また実際の教育機関運営について、高

度な識見と実務経験を有し、教育に対する倫理観と使命感をもって職務に当たっている。

学長の選任は理事会決議に基づき、教学運営の職務に励行している。 

 教授会は池坊短期大学学則第４９条にしたがい、適切に運営されている。教授会は「池

坊短期大学学事運営規程」に則って学長が招集し、その議長を務めている。定例教授会

は原則として月１回（入学試験判定がある月は２回）開催している。教授会構成員は教

授および教学系役職者であり､その他の専任教員は陪席として参加する。毎回、議長で

ある学長が司会を務め、構成員中２名が議事録署名人を輪番で担当している。事務局は

教学部が担当する。 

 教授会の審議には、教学ミーティング、学科会議、入試委員会等の審議を経て諮る案

件、あるいは各部署から直接教授会に諮られる案件等がある。大きな課題については前

者の手順で、慣例的な課題については後者の手順で提案される事例が多い。学長は、学

校教育法（平成３０年５月２５日に改正）を教授会で確認し、短期大学という教育研究

機関として適切に運営している。特に入学、卒業、課程の修了、学位授与、教育研究に

係る重要事項について、学長は教授会の意見を充分に聴取の上、決定している。 

教授会の議事録は、毎回事務局が記録作成して、教授会構成員が確認し、次回教授会

において承認、その後、議長、および議事録署名人が署名・捺印して、教学部において
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保管する。 

教授会においては、学習成果および学位授与の方針（ディプロマポリシー）、教育目

標に沿った教育課程編成・実施の方針（カリキュラムポリシー）、入学者受け入れ方針

（アドミッションポリシー）について、科目の見直しや資格の検証等の折があるごとに

確認し、認識を共有している。また、学生の学習成果については、教学部からの学生の

単位修得状況、資格・免許の取得状況、実習等の成果、キャリア支援部からの就職の成

果等の報告を通して、教授会での情報共有がなされている。 

教授会の下に設置している主な会議体・委員会等は、次の通りである。 

【教学ミーティング】 

 教学関係の主要な長によって構成される。学内における諸課題を、教授会へ上げる議

題・報告案件とすべきか否かを検討するのが基本的な役割である。ここで検討した内容

は、必要に応じて学科会議、教授会等に諮っている。会議メンバーは副学長を議長に、

学長、学科長、各部署の教員部長である。 

【学科会議】 

 学科固有の課題や学科間で意見をまとめて教授会に上げる必要がある案件のための、

会議である。構成員は学科所属の専任教員で、３学科それぞれに開催する。「池坊短期

大学学科会議規程」に則っている。 

【教職課程委員会】 

 教職課程委員長が招集し、教職課程のカリキュラム編成、教育実習、その他教職課程

の管理運営に関することを取り扱い、審議する。「池坊短期大学教職課程委員会規程」

に則っている。 

【幼児保育学科実習委員会】 

 幼児保育学科実習委員長が招集し、教育・保育実習の基本的な企画・運営、教育・

保育実習における学生の評価、その他、教育・保育実習の管理運営に関することを取

り扱い、審議する。「池坊短期大学幼児保育学科実習委員会規程」に則っている。 

【ＦＤ委員会】 

 ＦＤ委員長が招集し、教員の教育研究活動の向上、能力開発に関する検討を行い、

研究から教育への効果的な還元および教育の質保証を図っている。「池坊短期大学Ｆ

Ｄ委員会規程」に則っている。 

【入試委員会】 

 入試委員長が招集し、入学試験の執行管理、出題および採点管理等に関する事項の検

討、ならびに管理運営を行っている。「池坊短期大学入試委員会規程」に則っている。 

次に述べる入試実行部会・作問部会を含め、実働性の観点から２０２２（令和４）年度

に「入試委員会規程」を改定する予定である。 

【入試実行部会】 

 入試副委員長が部会長として招集し、入試委員会の指示のもと、入学試験の準備、運

営、事後処理等を行う。「池坊短期大学入試委員会規程」に則っている。ただし、現在

は、入試委員会において、入試業務の編成の改革を検討中であり、実働していない。 

【入試作問部会】 

 入試委員長から指名された入試作問部会長が招集し、入試問題の作成、採点等を行っ
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ている。「池坊短期大学入試委員会規程」に則っている。 

【自己点検・評価委員会】 

 自己点検・評価委員長が招集し、自己点検・評価を推進している。令和３年度の委員

は１９名（委員長を含む）で、「池坊短期大学自己点検・評価委員会規程」に則り運用

している。 

【教員任用委員会】 

 学長が委員長となって招集し、専任教員の任用にかかわる選考を公正かつ迅速に行う

ことを目的としている。「池坊短期大学専任教員任用規程」に則っている。ただし、現

在、この役割は人事委員会に委託されており、実働していない。 

 また、教授会に集約される課題や報告とは別途、短期大学全体に共通する案件や報告

を行なう場として、以下の会議がある。 

【短期大学運営会議】 

 学長を議長とし、各部署部長級、課長級である教員管理職、職員管理職が出席し、全

学的な協議を行なう。開催は課題によるため、不定期である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ－Ｂ 学長のリーダーシップの課題＞ 

 平成２９年度１月（平成３０年１月）就任以来、学長は建学の精神を十全に理解し、

積極的な姿勢で臨んでおり、教授会の円滑な運営をはじめとする恒常的な業務の他に、

本学活性化のための新たな構想にも取り組んできている。規程に従って本年度で任期終

了となるが、次期学長への引き継ぎや、次期学長の課題への新たな取り組みが次年度か

らの課題となる。 

引き継がれる今後の課題の中で特に重要性を有するのは、これまで策定した「学校法

人池坊学園中期計画（２０１８年度～２０２２年度）」の達成・未達の整理と総括を果

たす責務となる。また、学長は、改革の達成に努めながら、現在の課題を明確にし、現

在執行すべき喫緊の課題、一定度年数を見て執行すべき課題といったように、経営改善

を念頭に課題の軽重を適切に設定し、短中長期的な観点から着実な実施を指導すること

が肝要である。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ－Ｂ 学長のリーダーシップの特記事項＞ 

 国による諸政策の最新動向、大学間の情報等、学長は広くこうした情報に通暁し、学

内改革に反映させる姿勢を有し、その情報と姿勢の学内的共有に努めている。 

 

 

［テーマ 基準Ⅳ－Ｃ ガバナンス］ 

 

［区分 基準Ⅳ－Ｃ－１ 監事は法令等に基づいて適切に業務をおこなっている。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ－Ｃ－１ の現状＞ 

 監事は、理事会に毎回出席して理事の職務遂行状況を監査するとともに、必要に応じ

て法人業務または財産の状況について意見を述べている。 
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また、会計監査を委託している公認会計士事務所による会計監査のうち、決算時には

意見聴取を実施している。毎会計年度の監査報告書は、毎年度５月末に開催される理事

会、評議員会で決議し、会計年度終了後２ケ月以内に完成している。 

 また、本学園における内部統制の有効性を高めるため、業務の監査機能を強化するた

めに、内部監事室を設けコンプライアンスの実現に努めるため月１回監事による業務監

査を行うと同時に月１回理事長および常務理事、総務部長による情報交換会を実施して

いる。 

 

［区分 基準Ⅳ－Ｃ－２ 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の

諮問機関として適切に運営している。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ－Ｃ－２ の現状＞ 

 評議員会は、寄附行為第２２条（評議員会の選任）に基づき、理事定数（７人以上   

１０人以内）の２倍を超える数（２２人以上２６人以内）で構成されており、現員は  

２５名である。 

また評議員会は、定例として年３回開催している。定例３回の評議員会のうち、１回

目は５月に開催され、前年度の決算や事業報告等が報告されている。２回目は１１月に

開催され、理事会から諮問された当年度の補正予算が説明され、評議員の意見を聞いて

いる。３回目は３月に開催され、理事会から諮問された次年度の予算や事業計画につい

て説明がなされ、評議員の意見を聞いている。特に、評議員会の諮問事項とされる予算、

事業計画については、先ず理事会にて評議員会にかけるべき議案の原案を諮り、評議員

会にて評議員の意見を聞き、再度理事会を開催し最終審議をする形態をとっており、よ

り厳密な運用を行っている。評議員会では、理事会において決定した案件や、上記諮問

事項以外の案件も適宜報告がされている。短大の運営状況や広報物の配付、短大で開催

される行事の案内等も報告され、評議員は学園内の業務や運営状況等を把握した上で、

それぞれの立場から意見を述べている。 

 

 

［区分 基準Ⅳ－Ｃ－３ 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的

に情報を公表・公開して説明責任を果たしている。］ 

 

＜区分 基準Ⅳ－Ｃ－３の現状＞ 

本学は、教育情報、財務情報を本学ホームページに積極的に掲載することで広く一

般に公表・公開している。今後も引き続きホームページを活用して公開を進める。ま

た、学園の諸活動（教育・研究・地域貢献）についても積極的に発信し、保護者を含

むステークホルダーへ告知していく。 

 

＜テーマ 基準Ⅳ－Ｃ ガバナンスの課題＞ 

特になし 
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＜テーマ 基準Ⅳ－Ｃ ガバナンスの特記事項＞ 

特になし。 

 

＜基準Ⅳ リーダーシップとガバナンスの改善状況・改善計画＞ 

 

（ａ）前回の認証（第三者）評価を受けた際に自己点検・評価報告書に記述した改善計

画の実施状況 

 本学園では、「経営と教学は一体」という考えのもと、理事長・学長が兼務で担って

おり、教授会、常任理事会、理事会を定例化し、法人課題と教学課題を推進していくべ

く学園トップのリーダーシップとガバナンスの改善を図っている。これにより、経営面

においては、経営改善計画（２０１８年度～２０２２年度）を基本として進めている。

また、教学面については、平成３１年１月に「池坊短期大学５カ年計画」（以下、５カ

年計画）を提起し、今日の大学を取り巻く情勢と国・文部科学省政策の現状に照らしつ

つ、「５カ年計画」の実行を着実に進めている。また、令和２年４月の私立学校法の改

正により、この「５カ年計画」を基本として「学校法人池坊学園中期計画（２０１８年

度～２０２２年度）」を策定した。一方、平成３０年度決算では黒字転換を実現するこ

とができ、残る最大の課題である定員充足の確保に向けて理事長・学長のリーダーシッ

プのもと全学で取り組んでいる。また、ＰＤＣＡサイクルを有機的に機能するために短

期大学運営委員会を設置し、教職各部門間のリーダーを中心に、重要政策の徹底と進展

をはかっている。 

 

（ｂ）今回の自己点検・評価の課題についての改善計画 

 大学運営に関し見識を持った改善方策策定のために、常に国の動向に関する情報の共

有に努め、「学校法人池坊学園中期計画（２０１８年度～２０２２年度）」に反映し、

その進展をはかってきた。経営面においては、経営改善計画（２０１８年度～２０２２

年度）に示した諸計画を実現すべく経営改善に取り組んでいる。また、教育・研究面に

おいては、研究および教育成果の査定の方法の検討と改善が最も基本的な課題である。

この査定と改善のためには、機関レベル（短期大学全体）、教育課程レベル（各学科・

コース）、科目レベル（各教員・授業科目）等、さまざまな観点とレベルで検討し、過

去の自己点検・評価を確認しつつさらなる充実のために改善を図っている。 

また、教学面への直接的あるいは間接的な教育力の還元を絶えず向上させるためにも、

全学的・個人的な教員の研究力の鍛錬に資する環境や制度の構築にいっそう努めなけれ

ばならない。 

そして、ガバナンスの改善を、短期大学による自主的・自律的な改革として継続して

いくためには、たとえ若手でもマネジメント能力の高い教職員を積極的に起用すること

によって、早い段階から短期大学経営の感覚を身に付けさせるとともに、学内や外部団

体等の研修、人事交流等を通じて、将来の人材として育成していくことが重要であると

考える。 

 建学の精神をもとに３つのポリシーを策定し、それに沿って学生の受け入れや教育、

そして、学生を輩出しているが、令和３年度も高い就職率を獲得している。また、卒業
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後の３年サポートを実施し、学生の社会適合を支援している。これらのことを基本に大

学の運営がさらに向上するよう自己点検・評価から判断できる諸課題を分析し、改善に

努めている。 
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